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平成２９年第１回 飯塚市議会会議録第２号 

 

 平成２９年３月２１日（火曜日） 午前１０時００分開議 

 

○議事日程 

 

日程第１３日   ３月２１日（火曜日） 

 

第１ 各常任委員会委員長報告 

１ 総務委員長報告（質疑、討論、採決） 

（１）議案第 １号 平成２８年度飯塚市一般会計補正予算(第９号) 

（２）議案第２０号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

（３）議案第２１号 飯塚市職員定数条例の一部を改正する条例 

（４）議案第２２号 飯塚市税条例等の一部を改正する条例 

（５）議案第２３号 地方税法第６条の規定による固定資産税の課税免除に関する条例の 

一部を改正する条例 

（６）議案第２９号 飯塚都市計画事業飯塚本町東土地区画整理事業施行規程に関する 

条例を廃止する条例 

（７）議案第３２号 専決処分の承認(平成２８年度飯塚市一般会計補正予算(第８号)) 

（８）請願第１２号 学校法人森友学園に対する国有地売却に関する意見書の採択を求め 

る請願 

２ 厚生委員長報告（質疑、討論、採決） 

（１）議案第 ５号 平成２９年度飯塚市国民健康保険特別会計予算 

（２）議案第 ６号 平成２９年度飯塚市介護保険特別会計予算 

（３）議案第 ７号 平成２９年度飯塚市後期高齢者医療特別会計予算 

（４）議案第１９号 平成２９年度飯塚市立病院事業会計予算 

（５）議案第２６号 飯塚市青少年問題協議会条例及び飯塚市子ども・子育て会議条例の 

一部を改正する条例 

（６）議案第２７号 飯塚市介護保険条例の一部を改正する条例 

３ 市民文教委員長報告（質疑、討論、採決） 

（１）議案第 ３号 平成２８年度飯塚市学校給食事業特別会計補正予算(第３号) 

（２）議案第１４号 平成２９年度飯塚市汚水処理事業特別会計予算 

（３）議案第１５号 平成２９年度飯塚市学校給食事業特別会計予算 

（４）議案第２４号 飯塚市教育研究所条例の一部を改正する条例 

（５）議案第２５号 飯塚市市民交流プラザ条例の一部を改正する条例 

（６）請願第 ９号 一条工務店及び、悠悠ホームによる大規模な太陽光パネル設置に 

よる生活環境悪化に関する請願 

４ 経済建設委員長報告（質疑、討論、採決） 

（１）議案第 ２号 平成２８年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第４号) 

（２）議案第 ８号 平成２９年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計予算 

（３）議案第 ９号 平成２９年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算 

（４）議案第１０号 平成２９年度飯塚市農業集落排水事業特別会計予算 

（５）議案第１１号 平成２９年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算 
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（６）議案第１２号 平成２９年度飯塚市駐車場事業特別会計予算 

（７）議案第１３号 平成２９年度飯塚市工業用地造成事業特別会計予算 

（８）議案第１６号 平成２９年度飯塚市水道事業会計予算 

（９）議案第１７号 平成２９年度飯塚市工業用水道事業会計予算 

（10）議案第１８号 平成２９年度飯塚市下水道事業会計予算 

（11）議案第２８号 飯塚市霊園条例の一部を改正する条例 

（12）議案第３０号 飯塚都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び飯塚市公営 

企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

（13）議案第３１号 市道路線の認定 

（14）議員提出議案第１号 飯塚市中小企業振興基本条例の一部を改正する条例 

第２ 平成２９年度一般会計予算特別委員長報告（質疑、討論、採決） 

  １ 議案第 ４号 平成２９年度飯塚市一般会計予算 

第３ 一般質問 

 

○会議に付した事件 

 

 議事日程のとおり 

 

○議長（鯉川信二） 

 これより本会議を開きます。 

各常任委員会に付託していました、「議案第１号」から「議案第３号」までの３件、「議案第

５号」から「議案第３２号」までの２８件、「議員提出議案第１号」、「請願第９号」及び「請

願第１２号」、以上３４件を一括議題といたします。 

最初に、総務委員長の報告を求めます。２２番 城丸秀髙議員。 

○２２番（城丸秀髙） 

 総務委員会に付託を受けました議案７件及び請願１件について、審査した結果を報告いたしま

す。 

「議案第１号 平成２８年度飯塚市一般会計補正予算（第９号）」については、執行部から補

正予算書に基づき補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、地域振興費、地域再生計画事業費として、筑穂ふれあい交流

センター整備の予算が計上されているがどのような整備を行うのかということについては、市民

のふれあいの場として、筑穂庁舎５階の旧議場の段差をなくし、ステージを設け、椅子を

２００席程度配置できるようにして、各種講演会やダンスの練習等、さまざまな用途に使用でき

る多目的ホールを整備するものである。なお、利用料については、一定の料金を設定し、用途に

応じた減免を考えているという答弁であります。 

次に、繰越明許費について、若菜児童館整備事業の繰越明許費額が変更になったのはなぜかと

いうことについては、工事契約先から前払い金の請求がなく、平成２８年度で予算措置していた

建設工事費の前払い金を平成２９年度に繰り越したためであるという答弁であります。 

以上のような審査の後、委員の中から、落札率１００％の契約に係る学校関連の予算は認めが

たく、本案に反対であるという意見が出され、採決を行った結果、本案については賛成多数で、

原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第２０号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」について

は、執行部から、議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

次に、「議案第２１号 飯塚市職員定数条例の一部を改正する条例」については、執行部から
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議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、委員の中から企業局の設置に関する定数増につ

いては認めがたく、本案に反対であるという意見が出され、採決を行った結果、本案については

賛成多数で、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第２２号 飯塚市税条例等の一部を改正する条例」については、執行部から議案

書に基づき補足説明を受け、審査した結果、委員の中から、本条例改正は消費税増税を前提とし

た国の方針に沿ったものであるため、本案に反対であるという意見が出され、採決を行った結果、

本案については賛成多数で、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第２３号 地方税法第６条の規定による固定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例」及び「議案第２９号 飯塚都市計画事業飯塚本町東土地区画整理事業施行規

程に関する条例を廃止する条例」、以上２件については、執行部から、それぞれ議案書に基づき

補足説明を受け、審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第３２号 専決処分の承認（平成２８年度飯塚市一般会計補正予算（第

８号））」については、執行部から、補正予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、承認

すべきものと決定いたしました。 

次に、「請願第１２号 学校法人森友学園に対する国有地売却に関する意見書の採択を求める

請願」については、紹介議員より趣旨説明を受け、審査した結果、委員の中から、請願の趣旨に

ある調査は、国民の関心も大きく、本件に賛成であるという意見が出され、採決を行った結果、

本件については賛成少数で、不採択とすべきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

 総務委員長の報告に対して質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 日本共産党の川上直喜です。私は、ただいまの総務委員長報告のうち議案第１号、第２１号及

び第２２号に反対し、議案第２０号並びに請願第１２号に賛成する立場から討論を行います。 

まず、反対する議案について述べます。平成２８年度飯塚市一般会計補正予算案（第９号）に

ついては、国の補正予算（第２号）の関連事業にかかる経費と、今後見込まれる所要額を補正す

るものとの説明で、地方創生拠点整備交付金を活用した筑穂ふれあい交流センター整備事業、さ

らに地域介護福祉空間整備等交付金を活用した高齢者福祉施設への防犯カメラの設置のほか、子

どものための教育保育給付費を活用した事業に係る予算計上があります。子どものためにしっか

りした財政出動するのは当然だと考えますが、今回、補正予算案のうち学校関連の予算関係上に

おいて、落札率１００％による契約にかかわるものについて同意できないため、賛成できません。 

次に、飯塚市職員定数条例の一部を改正する条例については、既に態度を表明しているとおり

病院事業会計の意向にかかわる企業局の設置に関する定数増があるために賛成できません。全体

として、市長部局に職員をふやし、住民福祉の増進の仕事を進めるのは賛成ですが、行政経営部

を設置し、そのもとで卸売市場や体育館など公共施設の再編をあえて進めることは、住民や当事

者の声を軽視して進めることになりかねないことを指摘しておきます。 

次に、飯塚市市税条例等の一部を改正する条例については、消費税の１０％への増税に対応す

るものですが、地方自治体財政を支援するというのなら、国は地方交付税の交付率こそアップす

るべきであり、住民生活を苦しめ、中小業者に打撃を与える消費税増税を前提とする今回の条例

改正は認められません。 

次に賛成する議案について述べます。飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条

例は、飯塚市行財政改革推進委員会を廃止し、新たに飯塚市行財政評価委員会を設置するもので
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あり、認めるものであります。本市の行財政改革推進委員会の廃止に当たり、これまで、合併の

スケールメリット、選択と集中と言って、これまでの本市の行財政改革が、コミュニティバス、

公立保育所の廃止と民間移譲を次々に進めるなど、合併前の住民サービスを切り下げてきたこと

を厳しく指摘するものであります。今後の行財政改革に当たっては、本当の無駄にメスを入れて

削り、住民福祉の増進に回すという観点が必要であり、例えば、周辺部の高齢者が便利に安心し

て乗ることのできるコミュニティバスの復活と充実、保育所待機児ゼロの実現へ、公立の保育所

の役割の見直しと増設は急務中の急務であります。財源については、既に市財政は２０１５年度

まで６年連続黒字で、財政調整基金と減債基金を合わせた額は過去最高水準となっており、今後

の展開を考慮しても住民の福祉の増進のために財源は十分にあります。新たに設置する市の行財

政評価委員会は、こうした観点を持ち、その役割を発揮するためにふさわしい構成とし、活動に

当たっても、住民の声を大切にしなければなりません。 

最後に、学校法人森友学園に対する国有地売却に関する意見書の採択を求める請願は、３月

１４日の総務委員会では賛成少数で不採択となりましたが、今回の国有地売却をめぐっては、第

１に、この売却が法に基づいて適正に行われたか、第２に、この取引に政治家が関与していない

かが大きく問われており、その徹底的な究明を求めるものであり、本市議会として採択して当然

だと考えます。 

以上で私の討論を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議題中、「議案第１号 平成２８年度飯塚市一般会計補正予算(第９号)」の

委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員は、ご起立

願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第２０号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」の委員長

報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第２１号 飯塚市職員定数条例の一部を改正する条例」の委員長報告は、原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第２２号 飯塚市税条例等の一部を改正する条例」の委員長報告は、原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第２３号 地方税法第６条の規定による固定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例」及び「議案第２９号 飯塚都市計画事業飯塚本町東土地区画整理事業施行規

程に関する条例を廃止する条例」、以上２件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。委

員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案２件は、いずれも原案可決されました。 

次に、「議案第３２号 専決処分の承認(平成２８年度飯塚市一般会計補正予算(第８号))」の
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委員長報告は、承認であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は、承認されました。 

次に、「請願第１２号 学校法人森友学園に対する国有地売却に関する意見書の採択を求める

請願」の委員長報告は、不採択であります。請願第１２号を採択することに賛成の議員はご起立

願います。 

（ 起 立 ） 

賛成少数。よって本件は、不採択とすることに決定いたしました。 

次に、厚生委員長の報告を求めます。１６番 吉田健一議員。 

○１６番（吉田健一） 

 厚生委員会に付託を受けました、議案６件について審査した結果を報告いたします。 

「議案第５号 平成２９年度飯塚市国民健康保険特別会計予算」については、執行部から予算

書に基づき補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、平成２８年度と比較して、国民健康保険運営協議会に要する

予算が増額となっている理由は何かということについては、例年３回程度の開催を見込み、予算

計上していたが、平成３０年度からの制度改革に伴い、平成２９年度中に本市の国保税率等の見

直しが必要になってくることから、年間６回分の開催経費を計上しているという答弁であります。 

次に、保険給付費が減額となっている理由は何かということについては、１人当たりの医療費

及び被保険者数の減が要因であるという答弁であります。 

以上のような審査の後、委員の中から、本市の国民健康保険税率は県内の自治体と比較しても

高く、住民の暮らしや福祉を守るためにも引き下げるべきであり、本案に反対であるという意見

が出され、採決を行った結果、本案については賛成多数で、原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

次に、「議案第６号 平成２９年度飯塚市介護保険特別会計予算」については、執行部から予

算書に基づき補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、介護サービス事業者が行わなければならない申請書類等の事

務手続が煩雑であるため、県は新年度から簡素化を図っていくとのことであるが、市においても

同様の措置を行っていくのかということについては、国のほうからも業務の効率化等の指摘があ

っており、市としても県と同様の方向で簡素化を図っていきたいという答弁であります。 

この答弁を受けて、実施に当たっては、事業者の意見も反映しながら進めてほしいとの意見が

出されました。 

以上のような審査の後、委員の中から、本案に反対であるという意見が出され、採決を行った

結果、本案については賛成多数で、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第７号 平成２９年度飯塚市後期高齢者医療特別会計予算」については、執行部

から予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、委員の中から、本案に反対であるという意

見が出され、採決を行った結果、本案については賛成多数で、原案どおり可決すべきものと決定

いたしました。 

次に、「議案第１９号 平成２９年度飯塚市立病院事業会計予算」については、執行部から予

算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第２６号 飯塚市青少年問題協議会条例及び飯塚市子ども・子育て会議条例の一

部を改正する条例」及び「議案第２７号 飯塚市介護保険条例の一部を改正する条例」、以上

２件については、それぞれ執行部から議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、いずれも

原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（鯉川信二） 
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 厚生委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 日本共産党の宮嶋つや子です。私はただいまの厚生委員長報告のうち、議案第５号、議案第

６号及び議案第７号に反対し、討論を行います。 

まず、「議案第５号 平成２９年度飯塚市国民健康保険特別会計予算」です。飯塚市は福岡県

内で一番高い国民健康保険税であり、高すぎて国保税が払えないために、正規の保険証ではなく、

資格証や短期保険証が発行されています。資格証の発行は約６３０人です。また、短期証の発行

は１２４７人です。一般会計からの繰り入れを行い、保険証の取り上げである資格証、短期証の

発行はやめるべきです。安心して医療が受けられるようにつくられた国民健康保険制度のもとで、

命と健康が脅かされる事態が続いています。よって、本予算は認められません。 

次に、「議案第６号 平成２９年度飯塚市介護保険特別会計予算」です。これまでも、保険料

が高く、利用の負担も重く、安心して介護が受けられないと言われてきました。要支援１、２の

方は介護保険から外され、総合事業により、安上がりな介護に変えられようとしています。この

ような予算は認められません。 

次は、「議案第７号 平成２９年度飯塚市後期高齢者医療特別会計予算」です。高齢者を差別

する後期高齢者医療制度は導入から６年目になります。これまで激変緩和として導入されていた

軽減特例措置の見直しで、予算では保険料が２億円増額で１４．６％のアップになっています。

全てが見直しの対象にならないので、最終的には８千万円の増額になるとの説明ですが、それで

も５％のアップです。また、高齢者が必要な医療が受けられるように資格証は発行しないとしな

がらも、保険料の払えない滞納者には短期証を発行しています。このように高齢者の医療を守る

という立場に立っていないということで、この予算を認められません。以上です。 

○議長（鯉川信二） 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議題中、「議案第５号 平成２９年度飯塚市国民健康保険特別会計予算」の

委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願

います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第６号 平成２９年度飯塚市介護保険特別会計予算」の委員長報告は、原案可決

であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第７号 平成２９年度飯塚市後期高齢者医療特別会計予算」の委員長報告は、原

案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第１９号 平成２９年度飯塚市立病院事業会計予算」、「議案第２６号 飯塚市

青少年問題協議会条例及び飯塚市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例」、及び「議案

第２７号 飯塚市介護保険条例の一部を改正する条例」、以上３件の委員長報告は、いずれも原

案可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案３件は、いずれも原案可決されました。 

次に、市民文教委員長の報告を求めます。１１番 守光博正議員。 

○１１番（守光博正） 

 市民文教委員会に付託を受けました、議案５件及び請願１件について、審査した結果を報告い

たします。 

「議案第３号 平成２８年度飯塚市学校給食事業特別会計補正予算(第３号)」については、執

行部から補正予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

いたしました。 

 次に、「議案第１４号 平成２９年度飯塚市汚水処理事業特別会計予算」及び「議案第１５号 

平成２９年度飯塚市学校給食事業特別会計予算」、以上２件については、執行部から予算書に基

づきそれぞれ補足説明を受け、審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

次に、「議案第２４号 飯塚市教育研究所条例の一部を改正する条例」については、執行部か

ら議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

次に、「議案第２５号 飯塚市市民交流プラザ条例の一部を改正する条例」については、執行

部から、議案書に基づき補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、市民交流プラザの運営を指定管理者から直営とすることで費

用がふえるのではないかということについては、従来の役割に加え、施設の活性化に向けた新た

な事業を展開していく予定であるが、新たな事業に対して専任職員は施設に常駐せず、費用は指

定管理時とほぼ同額になるという答弁であります。 

以上のような審査の結果、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「請願第９号 一条工務店及び、悠悠ホームによる大規模な太陽光パネル設置による生

活環境悪化に関する請願」の審査における質疑応答の主なものとして、太陽光発電等を開発する

土地の選定等に伴う問題に対応するため、市として自然環境保全条例の中で、開発促進地域や開

発可能区域を定めたり、開発予定地の事前届け出を義務づけたりしてはどうか。また、県に対し

てメガソーラー開発を環境アセスメントの対象とするよう要望すべきではないかということにつ

いては、条例改正は、他自治体等の事例収集に努め、自然環境保全対策審議会の委員である有識

者の協力も得ながら、さまざまな観点で研究していきたい。県の関係機関等とは今後も連携した

対応を図っていくという答弁であります。 

以上のような審査の後、採決を行った結果、本件については賛成多数で採択すべきものと決定

いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

 市民文教委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 日本共産党の宮嶋つや子です。私は、ただいまの市民文教委員長報告のうち請願第９号に賛成

し、討論を行います。 

一条工務店、及び悠悠ホームによる大規模な太陽光パネル設置による生活環境悪化に関する請

願は、緑ヶ丘団地は豊かな森林に囲まれた閑静な住宅地でありますが、一条工務店と悠悠ホーム

２社の開発によって三方を大規模な太陽光パネルに取り囲まれ、土石流の発生やパネルの飛散、
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反射熱による気温の上昇など、生活環境が著しく脅かされると不安が広がっています。飯塚市は、

一昨年、１２月、一条工務店の林地開発に関する知事の意見照会に対して、「今回の開発行為は

本市においては過去に例を見ないもの（太陽光パネル設置用地の面積規模、住宅団地の接近等）

であり、本市の都市マスタープランにおける地域のまちづくり方針との整合性は図られておりま

せん」と明記した意見書を提出し、知事が林地開発を許可した後も今日に至るまで、その立場を

変えていません。悠悠ホームが住民説明会で明らかにした開発計画は一条工務店のものに隣接し

て大規模なものであり、市長意見書の指摘がそのまま当てはまるものであると考えます。 

安心、安全な生活環境を守る市民と連携し、自然環境に重大な影響を及ぼす企業活動の防止に

努めるというのが飯塚市の大きな役割だと思います。安心安全なまちづくりを求める地域住民の

願い、また、住民の命と財産を守るためにも、この請願を採択すべきであると考え、賛同するも

のであります。 

以上で私の討論を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議題中、「議案第３号 平成２８年度飯塚市学校給食事業特別会計補正予算

(第３号)」、「議案第１４号 平成２９年度飯塚市汚水処理事業特別会計予算」、「議案第

１５号 平成２９年度飯塚市学校給食事業特別会計予算」、「議案第２４号 飯塚市教育研究所

条例の一部を改正する条例」及び「議案第２５号 飯塚市市民交流プラザ条例の一部を改正する

条例」、以上５件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案５件は、いずれも原案可決されました。 

次に、「請願第９号 一条工務店及び、悠悠ホームによる大規模な太陽光パネル設置による生

活環境悪化に関する請願」の委員長報告は、採択であります。委員長報告のとおり決することに、

賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本件は、採択されました。 

次に、経済建設委員長の報告を求めます。１０番 永末雄大議員。 

○１０番（永末雄大） 

 経済建設委員会に付託を受けました、議案１３件及び議員提出議案１件について審査した結果

を報告いたします。 

「議案第２号 平成２８年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第４号）」について

は、執行部から補正予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

次に、「議案第８号 平成２９年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計予算」、「議案第９号 

平成２９年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算」、「議案第１０号 平成２９年度飯塚市

農業集落排水事業特別会計予算」、「議案第１１号 平成２９年度飯塚市地方卸売市場事業特別

会計予算」、「議案第１２号 平成２９年度飯塚市駐車場事業特別会計予算」、「議案第１３号 

平成２９年度飯塚市工業用地造成事業特別会計予算」、「議案第１６号 平成２９年度飯塚市水

道事業会計予算」及び「議案第１７号 平成２９年度飯塚市工業用水道事業会計予算」、以上

８件については、それぞれ執行部から予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、いずれも

原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１８号 平成２９年度飯塚市下水道事業会計予算」については、執行部から予
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算書及び提出資料に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

次に、「議案第２８号 飯塚市霊園条例の一部を改正する条例」、「議案第３０号 飯塚都市

計画下水道事業受益者負担に関する条例及び飯塚市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例」及び「議案第３１号 市道路線の認定」、以上３件については、それぞれ執行部から

議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

次に、「議員提出議案第１号 飯塚市中小企業振興基本条例の一部を改正する条例」について

は、提案者から補足説明を受け、審査いたました。 

その質疑応答の主なものとして、本市の産業政策に実効性をもたせるための条例改正であると

考えるが、改正となった場合、執行部ではどのような運用を考えているのかということについて

は、改正案で新たに設置される円卓会議は附属機関として取り扱い、具体的な内容は規則で定め

ることになるものと考えているという答弁であります。 

以上のような審査の結果、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

 経済建設委員長の報告に対して質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

 私は、ただいまの経済建設委員長報告のうち、市長提出の議案第９号、第１３号、第１６号、

第３０号及び議員提出議案第１号に反対の立場から討論を行います。 

まず、平成２９年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計については、公営ギャンブルを民間企

業に包括的に民間委託するやり方があり、カジノ解禁などの危険な流れもある中で、公的立場の

関与の弱まる経営を続けることは認められません。 

次に、平成２９年度飯塚市工業用地造成事業特別会計予算については、鯰田工業団地など自動

車関連の中小企業を誘致するとの趣旨から離れて多額の財政出動を行ったツケが反映されており、

認めることはできません。 

次に、平成２９年度飯塚市水道事業会計については、浄水場運転管理及び料金収納等委託につ

いて、限度額２３億５５７０万円余を投入して特定の民間業者に包括的に委託する債務負担行為

の設定がありますが、水道法の第１条には、「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公

衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。」とあり、もともと安全、安定、

安価が求められる公益性の高い水道事業を、利益の追及を第一とする民間企業に包括的に任せて

しまうことには無理があります。さらに災害発生時の対応のみならず、この間に発生した薬品の

過剰投入など、住民の健康にかかわる事態が生じても公表しなかったなどの事態があるにもかか

わらず、緊急警戒体制をとるなどの決意はみられません。よって、今回予算を認めることができ

ません。 

次に、飯塚都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び飯塚市公営企業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例については、飯塚都市計画下水道事業の名称を筑豊広域都市計画下水

道事業に、飯塚という言葉を筑豊広域と変えるだけとの説明ですが、その程度のこととの説明で

あれば、あえて変更する必要が認められず、賛成できません。 

最後に、飯塚市中小企業振興基本条例の一部を改正する条例については、中小企業円卓会議を

設置し、中小企業者等の多様な構成員の意見を反映させることにより、市の産業政策がより効率

的、実際的なものになるようにするというのが提案理由であります。提案理由には賛成でありま
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す。 

しかし、日本共産党は地元中小企業、とりわけ中小零細企業を応援する施策の発展を求める立

場から、市長提出による中小企業振興基本条例案について、積極的に討論し、賛成いたしました。 

それから半年が過ぎたばかりですが、その充実については、関係者からの十分な意見聴取は市

としてできておらず、一部の自治体の条例にこの円卓会議が盛り込まれているのは確認いたしま

したけれども、今回条例改正を行うのであれば、本市の実情に沿って関係者の意見を十分に聞い

て練り上げる必要があります。 

また、第６条、中小業者の役割を規定した第６条の第４項において、中小企業者等は関係団体

に加入するよう努めるとする変更は、関係団体とは何か、強制力が働いてよいのかなど、関係者

への影響が大きいと思われ、十分に慎重であるべきであります。よって今回、改正を認めること

ができません。 

以上で、私の討論を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議題中、「議案第２号 平成２８年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正

予算(第４号)」及び「議案第８号 平成２９年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計予算」、以

上２件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案２件は、いずれも原案可決されました。 

次に、「議案第９号 平成２９年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算」の委員長報告は、

原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員は、ご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第１０号 平成２９年度飯塚市農業集落排水事業特別会計予算」、「議案第

１１号 平成２９年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算」及び「議案第１２号 平成２９年

度飯塚市駐車場事業特別会計予算」、以上３件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案３件は、いずれも原案可決されました。 

次に、「議案第１３号 平成２９年度飯塚市工業用地造成事業特別会計予算」の委員長報告は、

原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第１６号 平成２９年度飯塚市水道事業会計予算」の委員長報告は、原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第１７号 平成２９年度飯塚市工業用水道事業会計予算」、「議案第１８号 平

成２９年度飯塚市下水道事業会計予算」及び「議案第２８号 飯塚市霊園条例の一部を改正する

条例」、以上３件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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ご異議なしと認めます。よって、本案３件は、いずれも原案可決されました。 

次に、「議案第３０号 飯塚都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び飯塚市公営企業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例」の委員長報告は、原案可決であります。委員長報

告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第３１号 市道路線の認定」の委員長報告は、原案可決であります。委員長報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議員提出議案第１号 飯塚市中小企業振興基本条例の一部を改正する条例」の委員長

報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

平成２９年度一般会計予算特別委員会に付託していました「議案第４号」を議題といたします。 

平成２９年度一般会計予算特別委員長の報告を求めます。３番 瀬戸 光議員。 

○３番（瀬戸 光） 

 本特別委員会に付託を受けました、「議案第４号 平成２９年度飯塚市一般会計予算」につい

て、審査した結果を報告いたします。 

 本案の審査に当たりましては、執行部から予算書並びに提出資料に基づき補足説明を受け、審

査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、歳出、総務費、財産管理費、庁舎施設管理費について、頴田

庁舎の維持補修費８０万円が計上されているが、補修に足る予算額ではないと考える。今後、ど

のように頴田庁舎を管理していくのかということについては、当該施設は老朽化が進んでおり、

現在、改築する方向で自治会長会等と協議検討しているという答弁であります。 

次に、総務費、地域振興費、まちづくり協議会補助金について、活動推進分補助金として、各

地区に交付される１地区当たりの基礎額７０万円に加えて、全体の上乗せ分３６０万円が計上さ

れているが、これをどのように分配、交付するのかということについては、各地区のまちづくり

計画の内容を精査し、まちづくり推進課と各地区公民館及び各まちづくり協議会で協議した上で

交付するという答弁であります。 

次に、民生費、社会福祉総務費、学習支援事業委託料について、事業の成果はどのようになっ

ているのかということについては、平成２５年度の教室開設から年々参加者が増加しており、生

活習慣の改善や学習意欲の向上に効果が見られている。また、手づくりの昼食も提供しているこ

とから、孤食などへの一定の対応もできており、十分な事業効果があるものと考えているという

答弁であります。 

次に、民生費、生活保護費について、扶助費が前年度比で１億２千万円減となった要因は何か

ということについては、近年の景気回復による社会経済状況等の好転により、稼働能力を有する

世帯の生活保護開始件数が年々減少していることが、扶助費の減額につながったと考えていると

いう答弁であります。 

次に、衛生費、予防費、予防接種委託料、がん検診委託料及び不妊治療の助成金について、い

ずれも前年度予算額を下回っているのはなぜか。また、予算見込みよりも受診者等がふえた場合

は、どう対応するのかということについては、予算は過去の実績をもとに減額して計上している

こと、また、乳がん検診は平成２９年度からマンモグラフィのみの実施となることから、約

５５０万円の減額計上としている。受診者等が見込みを超える場合は、補正予算等により対応し

ていきたいという答弁であります。 
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次に、農林水産業費、農林振興費、農地中間管理事業費について、本事業を活用して貸借が成

立している農地面積は４４．５ヘクタールとのことだが、利用権設定による農地の貸付面積はど

のくらいあるのかということについては、水田で約６３０ヘクタール、畑で約１０ヘクタールで

あるという答弁であります。 

この答弁を受けて、農地中間管理事業の活用に比べて、利用権設定による貸付面積が圧倒的に

大きいのは、顔が見える人に貸したいという意思が働いているためと考える。本市の農地及び農

業を守るため、地域の営農組織をつくり、大規模農業者以外の農業者に対する支援も考えていく

べきであるという提言がなされました。 

次に、商工費、観光費、観光客等誘客事業委託料について、篠栗町の南蔵院の参拝客を本市へ

誘導するなど、市外の観光と連動する施策を実施することが必要ではないのかということについ

ては、篠栗町からのアクセスが良好な八木山の自然食バイキングレストランを観光ツアーの昼食

場所として紹介することや、伊川温泉への誘客を目的とした観光マップを作成するなど、地域が

持つ魅力を最大限に引き出すため、コンサルティング会社とともに市内への誘客を図っていると

いう答弁であります。 

このほか、審査の過程において、同和対策推進団体補助金について、納骨堂改修工事について、

生活困窮者技術相談支援業務委託料について、農業振興施策について、産業振興ビジョン策定支

援委託料について、就学援助費について等、多岐にわたり提言なり指摘がなされました。 

以上のような審査の後、委員の中から、依然として続いている同和対策予算など、賛同しがた

い予算が含まれているため、本案に反対するという意見が出され、採決を行った結果、本案につ

いては、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（鯉川信二） 

 平成２９年度一般会計予算特別委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。８番 宮嶋つや子議員。 

○８番（宮嶋つや子） 

 日本共産党の宮嶋つや子です。私は、ただいまの予算特別委員長の報告にありました議案第

４号 平成２９年度一般会計予算案に反対し、討論を行います。 

地方自治の目的は、住民福祉の増進にあります。自民公明に支えられた安倍政権のもと、平和

と暮らしが脅かされる中、住民の暮らしを守り、地域経済を支える方向へかじを取るかどうかが

大きく問われています。今日重要なことは、住民の暮らしを守る、無駄を削る、清潔で透明な市

政運営、この３つの視点を住民とともに取り組むことにあります。市の貯金は、合併後の住民と

市職員を犠牲にした行財政改革と多額の借金によって急速に膨れ上がり、財政調整基金と減債基

金だけでも、今年３月末で１４６億円に上る一方、借金は８０６億円となります。本来は行財政

改革というのは、無駄を削り福祉に回すのがもともとの役割です。福祉の削減が横行する中で、

生活困窮者自立支援事業や障がい児通所支援事業などに取り組まれております。生活弱者に対す

る施策がもっとふえることを期待しています。どこに住んでも安心して暮らせる福祉のまちづく

りこそが一番です。国の悪政から地方を守る立場に立って、住民と職員にさらに犠牲を押しつけ

て、借金返済のために貯金をふやすやり方ではなく、基金を適切に取り崩し、福祉の増進、住み

やすいまちづくりを進めるために予算編成をすることが求められています。 

さて、本年度予算は６１９億円で、歳入は合併から１２年目になり、地方交付税が算定替えで

３億円減少しています。歳出は、小中一貫校建設関連３校分で総額１８９億円のうち、今年度

３３億円、新庁舎は総額８９億円、利息を含めると１１０億円になりますが、そのうち今年度約

７億円など莫大な財政出動を行いますが、１００％入札など不透明なものもあり、無駄を正しく
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削減する努力が見られません。保育所待機児童が１４０人に膨れ上がる緊急事態にもかかわらず、

公立の保育所の設置も検討しない、介護保険から外される要支援の高齢者対策、地域コミュニテ

ィバスの復活、保育料や国民健康保険税など住民負担の軽減は見られません。また、本庁舎には

１１０億円も投じる一方で、老朽化が著しく、雨漏りしている頴田支所の建設予算は計上されて

いません。早急な対応が求められています。こうした中で、幹部の人件費を保障するのが事実上

の目的となっている部落解放同盟の補助金を漫然と計上し、清潔で透明な市政運営の決意が見え

ません。 

暮らしを壊し、平和を脅かす自公政権に代わる政治の実現を目指す国民の共同が広がりつつあ

る中で、本市の予算は住民の立場から無駄を削り、福祉を充実する清潔な市政運営を支えるもの

であるべきです。今回一般会計予算案は、こうした観点がなく、認めることができません。 

以上で、私の討論を終わります。 

〇議長（鯉川信二） 

ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第４号 平成２９年度飯塚市一般会計予算」の委員長報告は、原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員は、ご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５５分 休憩 

 

午前１１時０５分 再開 

 

○議長（鯉川信二） 

 本会議を再開いたします。一般質問を行います。発言は一般質問事項一覧表の番号順に行いま

す。最初に、１３番 佐藤清和議員に発言を許します。１３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 まずは、今回の市長選挙において背私向公の信念のもと、飯塚市の発展の歩みを止めてはなら

ないという思いから、ふるさとを誇ることができるまちづくりを目指して、見事に当選されまし

た片峯市長、おめでとうございます。ときには協力し、ときにはお互いの意見を建設的に戦わせ

ながら、飯塚市の発展、また今回ついた悪いイメージの払拭のために努めてまいりましょう。 

それではオートレース事業について質問いたします。飯塚市は浜松市と同様にオートレース施

行権が市町村に与えられるや開催意向を表明し、昭和３０年１１月に飯塚市議会でオートレース

場の建設を議決し、その建設地は菰田地区を第１候補に進めましたが、紆余曲折して、現在の鯰

田地区に、昭和３２年２月２２日にダートレース場として開場し、現在まで旧産炭地の発展を支

える市の顔として、赤字の公営競技を切り捨てようとするほかの自治体とは一線を画して運営を

してきました。今は運営を日本トーター株式会社に包括委託して、本市は施行者、土地建物の所

有者としてかかわっています。新市長はこのオートレース事業についてどのようなお考えをお持

ちなのか、最初にお尋ねいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 質問議員言われますとおり、飯塚オートレースは、昭和３２年２月に開設し、ことしの２月で

開設６０周年を迎えました。平成１０年度以降、一般会計への繰り出しはなく、累積赤字を抱え、
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平成２７年度より包括的民間委託を行っております。しかし、飯塚オートレースは全国で５カ所

しかないレース場の１つであり、観光資源として、また、雇用の場として大切なところであると

認識をしておりますので、今後もオートレース事業を継続できるよう努力をしていきたいと思っ

ております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 ただいまオートレース事業を継続していくとの決意が示されました。それでは、まず日本トー

ター株式会社に民間委託して、間もなく２年が経過しますが、現在はどのような状況なのか、お

尋ねいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 まず、売上状況でございますが、包括委託初年度の平成２７年度売上額につきましては、

１０７億４３９７万円で、前年比約２億２１１１万円の増、率にいたしまして１０２．１％とな

っております。次に平成２８年度につきましては、２月末時点で、売上額が１２５億９６０８万

円、前年比約２２億７０１６万円の増、率にいたしまして、１２２％となっております。 

本年度売り上げ増加の要因といたしましては、ミッドナイトレースの本格実施や場間場外発売

協力体制の強化、専用場外発売所の増加などが考えられます。 

次に入場者数でございますが、平成２７年度が２０万７１８７人で、前年比２万９０８２人の

減、率にいたしまして８７．７％となっております。平成２８年度は、１８万９６９０人で、前

年比１万２１４０人の減、率といたしまして９４％となっております。この大きな要因といたし

ましては、多くのお客様がインターネット投票へ移行していることが考えられます。また、入場

者増に向けた対策といたしましては、ロイヤルスタンドリニューアルやエキサイティングシート

の設置、キャッシュレスシステムの導入などの施設整備を行うとともに、選手との交流イベント

を初め、さまざまなイベントを企画し、本場入場者の誘客に努めているところでございます。 

また、業界全体につきましては、専用場外発売所の拡充に力を注いでいるところでございまし

て、現在、全国で２５カ所の専用場外発売所が開設されまして、そのうち８カ所は、飯塚市が管

理施行を行っているところでございます。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 売り上げは増加しているが、入場者数は減少していて、その要因は、インターネット投票で、

その対策として入場者数をふやす努力をしているということです。では、今の答弁の最後に言わ

れました場外発売所について、本市が管理施行している８カ所についての現状と今後の拡大につ

いて、どのように考えられているのか、お伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 専用場外発売所での飯塚場売上額につきましては、他の管理施行分もあわせますと平成２６年

度は８カ所で２億３２４１万円、平成２７年度は１４カ所で３億３１８９万円、平成２８年度は

２月末時点におきまして、２５カ所で１０億２５５４万円となっております。船橋オート場の閉

鎖に伴います船橋専用場外発売所の開設が、平成２８年度の売上額の伸びた主な要因でございま

す。 

飯塚市の管理施行のみですと平成２６年度は４カ所で５５９７万円、平成２７年度は５カ所で
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９７５１万円、平成２８年度は２月末時点で、８カ所で１億２５４０万円となっております。 

今後におきましても、場外発売所のない九州他県及び既存県におきましても空白商圏への開設を

目指してまいりたいと考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 専用場外発売所の新規開設も売り上げ向上の有効な手段だと思われますので、今後も開設に向

けて活動を積極的に進めていただくよう要望いたします。 

次に、施設改修について、市長も公営競技場、飯塚オートレースの存続を望まれていますので、

今後も売り上げの増、新たなファンの獲得に、包括民間委託している日本トーターと協力しなが

ら運営していただきたいと思います。それでは、先ほどの答弁にありましたが、ロイヤルスタン

ドの改修やエキサイティングシートの設置など、施設の改修に積極的に取り組んでいるようです

が、このような工事の発注は飯塚市が行っていたものですか。現状をお伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 先ほど申し上げました、ロイヤルスタンドの改修及びエキサイティングシートの設置工事、ま

た現在行われておりますＣＳシアターの改修工事につきましては、日本トーター株式会社の発注

でございます。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 日本トーターの発注で工事を行なうとすれば、今まで私たち議会が求めていた地場産業の育成

という観点と違い、市内業者が優先されないということになるのではないでしょうか、お伺いい

たします。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 質問議員言われますとおり、飯塚市発注であれば当然市内業者を優先して、工事の発注を行う

ところでございますが、日本トーター発注となりますと、必ずしも市内業者という取り決めはご

ざいません。しかしながら、飯塚市といたしましても対応できる分につきましては、極力市内業

者に優先して発注を行うように指導しているところでございます。いずれにいたしましてもでき

る限り市内業者の活用を要請しているところでございます。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 施設の改修については飯塚オートレース場はあくまでも市の施設でございます。現在、包括民

間委託として日本トーターに事業の運営を委託しておりますが、私は、施設の維持補修等につい

ては、やはり施設の持ち主である飯塚市が行っていくべきものと考えます。その理由といたしま

して、まず第１に、日本トーターに改修等を行ってもらう場合、これは民間の発注する事業とな

ります。当然、市としましては発注に関して、市の入札制度を参考にして、市内業者で対応可能

な部分があれば、市内業者に発注してほしいとの要望はされておるものと思います。しかし、相

手は民間事業者さんですから、業界等とのいろいろな関係もありますでしょうし、なかなか市内

業者への発注は難しいものではないかと考えます。市が強制的に指導することもできません。財

源の問題もあろうかと思いますが、一定の収入を日本トーターから得ていることを考えれば、施
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設の改修等については、市内業者の保護育成の観点からも、市内業者への発注を実施する市が直

接発注すべきだと考えます。 

第２に、例えば、いろいろな委託なり、指定管理業務なりを導入している施設を考えてみます

と、管理運営は委託しておりますが、いわゆるハード面、施設の整備等については、これは市が

行っているものではないですか。財政的な問題もあるからでしょうが、やはり一番の理由は、施

設については市が責任を持って維持していく理由からだと理解しております。安心安全な施設の

実現、これは行政の責務だと考えます。先ほどから申しておりますが、オートレース場も市の施

設であります。ならば市が責任を持って維持管理することが当然だと考えます。コスト面のみを

考慮するのでなく、安全安心な施設の維持管理を実現するため、市直接の施設改修を要望したい

のですが、今後検討していただけますかどうか、お伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 質問議員言われますとおり、市の財産でございますので、本来から言えば飯塚市の発注という

のが基本だろうと思っております。しかしながら、包括委託に至る経緯も御承知のとおりでござ

いますので、財政的な面が非常に大きくのしかかっているところでございますので、包括委託業

者でございます日本トーターのご協力をいただきながら、今後につきましても大規模な改修工事

等につきまして、日本トーターの協力がいただける分につきましては、日本トーターの発注にし

ていきたいというふうには考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 それは、財政的な面もあることは、私は理解しているんですよ。ただ、市の施設なんですね。

そのことを踏まえて今後検討していただけるかどうか、市のほかに管理委託している施設等々が

どういう入札を行っているのか状況も把握しながら、ぜひ検討していただきたいと私は言ってい

るんですが、検討もしてもらえませんか。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 御承知のとおり累積債務がまだ十数億円ございます。これにつきましては、収益保証をいただ

きながら、毎年返済をしていくわけでございます。ここに、めどがつきましたならば、当然飯塚

市の発注となるというふうに考えておりますので、その辺は前向きに検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 ぜひ、ほかの施設、民間委託しているところの施設改善等々を研究しながら行っていただきた

いと思います。 

次に、施設の耐震化についてお尋ねいたします。建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正

施行され、該当する建築物の所有者は耐震診断を行い、報告することが義務づけられていると思

いますが、レース場の施設についてはどのようになっているのか、お伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 ３月１３日の経済建設委員会でもご報告いたしましたが、平成２７年度に第１スタンド、また
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第２スタンドの耐震診断を行い、その結果を踏まえまして、補強するのか、建てかえるのかにつ

いて、昨年検討委員会を立ち上げまして、内部協議を行っているところでございます。今後、他

場の動向も視野に入れながら、財源の確保を図りますとともに、できるだけ早い時期に対象施設

の耐震化が図れるように努めてまいります。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 まだ内部協議の段階ということですが、いささか進捗状況がおそいのではないかと思います。

平成２７年度に耐震診断の結果を踏まえてとのことですが、それ以前に耐震化の予想はできたの

ではないでしょうか。委員会にも報告されたようですのでここでとどめますが、他場に合わせて

行うのではなく、他場より率先して行うように要望いたします。 

次に、大切なファンからの要望について、どのような方法で受け付けているのか、お尋ねいた

します。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 ファンからの要望についてのご質問でございますが、今レース場内に目安箱というアンケート

ボックスを設置いたしまして、来場されましたお客様からのご意見を受け付けておるところでご

ざいます。またファンミーティングを開催いたしまして、直接ファンの皆様の声を聞く場を設け

ておるところでもございます。飯塚オートのホームページの中にお問い合わせというページがご

ざいますが、そこからもご意見を受け付けておるところでございます。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 見て来ましたけれども、入場口のところに、確かに１カ所、目安箱と置かれておりました。時

代に合わせてアンケートボックスとかに変えられて、箇所数もふやされて、よりファンの思いを

取り上げられるようリニューアルされてはと考えております。また、先ほど答弁されましたイン

ターネットのファンもふえていることから、そのアンケート方法も考慮されるように要望いたし

ます。 

それでは、その要望内容はどのようになっていますか、またそれに対してどのように対応され

ているのか、お伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 施設につきましては、場内が暑いとか寒いとか空調の関係で、投票空間の環境についてのご意

見。また、場内テントからの雨漏りなど、施設の老朽化についての意見があっております。また、

食堂につきましては、メニューの充実や営業時間の延長など、また、ビールの販売などの意見が

あっております。そのほかレースの番組やハンデなどについてのご意見もあっております。 

その対応といたしましては、場内に防風カーテンを設置したり、夏にはミストファン、冬には

ホットガンを設置するなど、お客様が快適に過ごせるよう努めております。また、雨漏りしてい

た場内開閉式テントの改修は、現在実施しておるところでございます。食堂につきましては、食

堂、売店事業者との会議を定期的に開催いたしまして、できるだけ要望に応えられますよう協力

を依頼しておるところでございます。また、番組やハンデなどにつきましては、競走会との連携

を密にしながら、お客様に楽しんでいただけるような番組編成を目指して取り組んでいるところ

でございます。 
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○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 場内設備などの施設の老朽化、食堂のメニュー、レースの番組やハンデの意見については対応

されているようです。しかし、ファンの意見というのは日々変わるものと思いますし、人それぞ

れだと思います。常にファンの獲得を視野に入れての対応をお願いいたします。答弁された中で、

アルコールの要望については対応されてないようですが、それは後でお聞きします。私には場内

で競走車のエンジン音などのため携帯電話がかけづらく、聞こえづらいとの声が届いています。

静かに携帯電話をかけられるような、電話ボックスなどの設置を検討されたことがあるのか、お

伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 携帯電話の音が聞こえづらいというご要望につきましては、アンケート等でお客様からいただ

いておるところでございますけれども、今回、中央休憩所を改修いたしました際に、１階に電話

ボックス型の携帯電話使用ブースを、１カ所新設いたしております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 来場者の数から見て、１カ所だけでは不十分ではないかと思います。現在は携帯電話の普及に

より、公衆電話の撤去が多々あります。そのため電話ボックスを手に入れやすく、リサイクル品

として活用できると考えますので、設置箇所をふやすように取り組んでいただけますか、どうな

のかお伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 今後、電話ボックスのあき状況も見ながら、必要に応じて複数箇所の設置も検討してまいりた

いというふうに考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 ぜひ、お願いいたします。 

次に、先ほど答弁されましたアルコールを販売してほしいとの要望が出ているとのことですが、

飯塚オートレース場で販売を行わない理由をお伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 御存じのとおり、平成１８年の海の中道での飲酒運転による死亡事故以来、飯塚オートにおき

ましては、アルコール類の販売を中止しております。飯塚オートレース場は、公共交通機関から

も離れておりまして、来場者は、そのほとんどが自家用車で来場している状況でございますので、

飲酒運転防止の観点から、アルコール類の販売は行っていない状況でございます。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 販売を中止した理由と現状はわかりましたが、現在はナイターの営業も行っていますし、来場
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者へのサービスの一つとしてアルコール類の販売は有効な手段だと思います。ほかの公営競技場

の現状と、入場者数の増加の手段としてのアルコール類の販売のお考えをお伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 公営競技事業所長。 

○公営競技事業所長（井手洋史） 

 全国５場ありますオートレース場の中で、アルコール類の販売を行っているのは川口、伊勢崎、

山陽の３場でございます。また、県内の公営競技場につきましては、飯塚オート以外は全て販売

を行っております。お客様からの要望もあり、新規ファン獲得や来場者へのサービスといたしま

して、アルコール類の販売は有効な手段と認識してはおりますが、先ほど申しましたとおり飲酒

運転の問題がございます。他場の状況なども参考にしながら、無料送迎バスの利用促進を図るな

ど、飲酒運転につながらないような販売方法を今後検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 ほかの公営競技場では販売していて、県内で販売していないのは飯塚オートレース場だけとい

うことです。確かに飲酒運転はいけません。しかし、ほかの公営競技場でも販売していることか

ら、販売時の手続をきちんとすれば対応できると考えます。 

市長。アルコール類の販売を含め、ファン獲得のためのあらゆる手段を今後考えていただけま

すでしょうか。冒頭にもお聞きしましたが、今後のオートレース事業についての考えも含め、お

聞かせください。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 冒頭でも述べましたが、飯塚市のオートレース事業は、皆さん御承知のとおりことしの２月で

開設６０周年を迎えました。ピーク時の昭和５５年度には一般会計に約３０億円を超える繰り入

れを行い、飯塚市の財政の健全化に大いに貢献をしたことは御承知のことと思います。しかしな

がら、平成１０年度以降、一般会計への繰り出しが全くない状態が続き、平成２７年度より包括

的民間委託を行っております。しかしながら、観光資源として、また雇用の場として、このレー

ス場が大切なところであるというように私は考えております。今後も、このオートレース事業が

継続できるように、最大限努力をしていきたいと考えておりますので、その一環として、ただい

まご提言がありましたアルコール類の販売につきまして、今後これまで販売中止に至った経緯も

踏まえた中で、また販売するとするならというようなことでの、飲酒運転につながらないような

方法論も含めた中で検討してまいりたいと思いますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 それは前向きに売る方向でと考えてよろしいんですね。市長就任間もないことを考えると、本

日は、ここでとどめますが、現実に飯塚オートレースだけアルコールの販売をしていなく、他場

では販売している状況を考えると、他場の販売状況と同じにすれば済むことなので、早急に実現

すると考えます。できれば夏までに実現してほしいと思います。その実現に向けて最大限努力し

てください。 

市長が答弁されましたように、オートレース事業を継続するには、ファン数の増大は必要です

し、そのためには施設の改修、耐震化を早急に行うこと。ファンの要望に常に耳を傾け、取り組

んでいただきますよう要望して、オートレース事業についての質問を終わります。 
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続けて行きます。次に、中心市街地活性化基本計画と今後のまちづくりについて質問いたしま

す。中心市街地活性化基本計画とまちづくり協議会は、前齊藤市長の時代に、市長の肝いりとし

て進めてきました。今回の選挙戦において、地域格差も争点の一つとなりました。２月１５日の

西日本新聞には、合併１１年、旧４町の不満の見出しで、スーパーの増減の問題、公共交通機関

の問題が取り上げられ、開発も中心市街地がほとんど、旧４町を見放さないでほしい。合併しな

ければよかった。だまされた。というコメントが紹介されておりました。そこで、中心市街地活

性化基本計画について、計画段階で取り残された飯塚市周辺、菰田地区の問題、今後の旧４町の

まちづくりについてお伺いいたします。 

３月の市報には、平成２４年度からの取り組みを開始した中心市街地活性化基本計画の総括と

して、取り組みの全貌と、その結果についてが掲載されておりました。その中で中心市街地活性

化基本計画に基づく活性化事業は、今年度をもって終了することも記されておりました。そこで

今回は、中心市街地活性化基本計画の評価と、今後の飯塚市全域のまちづくりについてお伺いい

たします。 

まず、平成２４年度から平成２８年度の５年間で取り組みました中心市街地活性化基本計画に

基づく事業の実施状況と、その効果についてお尋ねいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 地域連携都市政策室長。 

○地域連携都市政策室長（久原美保） 

 本市の中心市街地活性化事業は、まちの顔として交流とにぎわいの拠点でありました中心拠点

の再生を目的といたしまして、１６のハード事業と２２のソフト事業を実施してまいりました。

中でも、中心市街地空洞化の主要因でありました吉原町１番地区、ダイマル跡地事業地区、飯塚

本町東地区の再生を核事業とした取り組みによりまして、中心拠点としての市街地の整備改善、

都市福利施設の整備、居住環境の向上が図られ、当初目標として掲げておりました、誰もが健康

を実感でき、暮らしやすく、またにぎわいのある中心市街地の基盤が整ったものと考えておりま

す。 

その効果につきましては、新たな居住機能を整備したことで、計画の目標としておりました居

住人口の増加の見込みはほぼ達成できる状況となっております。一方、健康・子育て支援機能が

整備されたことで施設利用者がまちなかに見られるようになり、また居住人口の増加による交流

人口は増加しておりますが、計画の効果を図る指標として掲げておりました歩行者通行量につい

ては、定点観測による調査でありましたために、目標とする値には到達できない見込みとなって

おりますが、計画策定当初のトレンド値との比較では伸びが見られ、さらには商店街来街者アン

ケートによります市民意識調査からも中心市街地のイメージアップが図られたことがうかがえま

すことから、今回の活性化事業の実施は、中心市街地の魅力の向上に繋がったものと捉えており

ます。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 居住環境としては、ここ数年、新飯塚駅東側周辺のマンション建設も活発に行われているよう

で、計画策定以降３００戸を超える分譲マンションが整備されているようですが、こちらのエリ

アは、中心市街地活性化基本計画の事業地区には入っていなかったと認識しておりますが、この

マンション建設の動きについてどのように捉えられているのか、お伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 地域連携都市政策室長。 

○地域連携都市政策室長（久原美保） 

 ご指摘のとおり、新飯塚駅東側におきましては、平成２４年以降３０２戸の分譲マンションが
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立地し、６００人以上の新たな居住者が見込まれております。また、中心市街地及び周辺におき

ましては、老朽建物の解体や更新などの民間投資が見られるようになっております。周辺部のマ

ンション立地については、飯塚の暮らしやすさを民間事業者の方が評価したものであり、中心市

街地活性化事業の影響もあったかと捉えております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 飯塚の暮らしやすさということに関して、中心市街地活性化事業地区内でのマンション建設が

進められましたが、これらのマンションの居住者はどちらからの居住者でしょうか。市内転居で

あれば、市内における暮らしやすさが高まったことの評価につながり、市外からの転入者であれ

ば、飯塚市が暮らしやすい都市になってきたことを示すものと考えます。 

マンション居住者の従前地について把握しておられるのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 地域連携都市政策室長。 

○地域連携都市政策室長（久原美保） 

 中心市街地に整備されましたマンションのうち、バスターミナル上層部のマンションは６２戸

全て完売しておりますが、こちらのマンションのほうは３２％が市外からの転入者でございます。

また、飯塚本町東地区の区画整理事業地区に整備されておりますマンションは、現時点で入居者

の３６％が市外からの転入者と聞いております。なお、こちらのマンション６５戸でございます

が、こちらは２月末現在の契約率は７５％を超えておりまして、完成は平成２８年１０月でした

が、現在もコンスタントに入居者のほうは増加しております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 本市においては、整備した居住環境には市外からの転入者を迎えることが望ましいと考えてお

ります。民間のノウハウも活用しながら、魅力あるまちづくり、定住促進につながる取り組みを

今後も加速させていただくようお願いいたします。では、３つの核事業を中心とする基本計画の

取り組みにより、中心市街地のイメージアップが図られ、また居住人口の増加や新たな施設の多

くの利用者によりまちのにぎわいづくりにも貢献しているようですが、まちのにぎわいがもたら

されたことにより、中心市街地における店舗等の売り上げはどのように変化したか、把握されて

いるのか、お伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 地域連携都市政策室長。 

○地域連携都市政策室長（久原美保） 

 今回の計画におきましては、歩行者通行量と居住人口を成果指標として捉えておりましたので、

中心市街地の店舗の売り上げの変化については把握をしておりません。なお、商店街の売り上げ

につきましては、歩行者通行量などから推測できるものと考えますが、各店舗の売り上げを積み

上げていくことは、各店舗に売り上げ等の情報提供をお願いしなければならず、これらについて、

店舗事業者からの協力を得ることは困難であると考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 民間の投資額を含めますと１００億円以上の費用が投下された活性化事業は、直接的に商店街

の売り上げ増を目的とした事業ではないことを理解しておりますが、活性化事業によって市街地

のにぎわいがもたらされるのであれば、その先にある商店街等への売り上げ効果についても把握
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していくのが当然ではないかと思います。中心市街地の利用者は、多くの方々がやはり買い物の

ために出かけております。商業の活性化を図ることが、ひいては人の往来を増加させることにつ

ながり、交流人口をふやすことにもつながることを考えると、個店の魅力向上、個店の売り上げ

の増加は、中心市街地活性化を図る指標になると考えられます。また、各個店の売り上げの推移

を追っていくことで、今後の中心市街地活性化策を検討することができるようになると考えます。

ぜひ早急にその方策の検討も含め売り上げの推移を把握していくこと、また新たなマンションに

転居された方々が、日ごろどこで買い物されているのかなどをあわせ調査していただきますよう

強く要望いたします。 

続いて、今後の計画についてお伺いいたします。今回の中心市街地活性化基本計画は、平成

２４年度から２８年度を期間とする計画で、今年度が最終年度でした。第１期の計画が終了した

のち今後の活性化策はどのように考えられているのか、お伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 地域連携都市政策室長。 

○地域連携都市政策室長（久原美保） 

今回の中心市街地活性化基本計画に基づく活性化事業につきましては、平成２８年度で終える

こととなります。今後は、第２期の中心市街地活性化基本計画を策定するのではなく、中心市街

地を含む飯塚市全域の暮らしやすさを確保するために、今年度に策定をしました立地適正化計画

による取り組みを進めていくこととしております。 

平成２２年に策定をいたしました飯塚市都市計画マスタープランでは、これまでの地域の成り

立ちや特性を踏まえつつ、都市としての機能、質を高めていくことを目指して、多様な都市機能

をコンパクトに集約させ、各拠点が互いに都市機能を補いあう拠点連携型の都市を都市目標像と

して掲げております。立地適正化計画は、この都市目標像を具体化するためにも取り組んだもの

でございます。なお、中心市街地活性化基本計画に基づく活性化事業は、今年度をもって終える

こととなりますが、商業の活性化やにぎわいづくりといったソフト事業については、今後も継続

して取り組んでまいります。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 活性化基本計画における事業で、中心市街地のハード整備は一応終えられたものと捉えており

ます。今後の課題として、商業の活性化への対応をあげられましたが、これについては、商店街

の皆さんがみずから努力されることによって、今後は取り組まなければならないと考えておりま

す。ぜひ、商店街の皆さんがこれを機に、みずからが行動していかれるような環境づくりに尽力

していただくことをお願いいたします。 

第１期の計画では、国との協議の中で、菰田地区を計画区域から外すことになりました。中心

市街地における課題もまだ残っているのではないかと考えておりますが、今後、特に菰田地区の

活性化についてはどのような取り組みを考えられているのか、お伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 地域連携都市政策室長。 

○地域連携都市政策室長（久原美保） 

 ご指摘の菰田地区につきましては、都市計画マスタープランにおきましても中心拠点と位置づ

けておりまして、福岡都市圏とのアクセスの優位性や、また大学が立地する優位性など、定住の

促進を図る上で住みやすさを実感できるまちとしての可能性を持ち得る区域であろうと認識して

おります。市場移転後の跡地活用やＪＲ飯塚駅周辺整備など、中心拠点としての性格を持った中

で、今後の事業化に向けての組み立てを進めてまいりたいと考えております。 

○議長（鯉川信二） 
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 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 菰田地区再生の認識は持たれているようですが、菰田地区再生のスケジュールはどのようにな

っていますか。また、そこには住民の意見をどのように反映されるのか、お伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 企画調整部長。 

○企画調整部長（森口幹男） 

 菰田の具体的な案につきましては、私のほうから答弁をさせていただきます。 

菰田地区の活性化案につきましては、御存じのとおり、本年度、検討、調査業務を委託しまし

て、民間事業者へのヒアリング等を行い、民間の投資の可能性を含めた中で検討しているところ

でございます。活性化案のたたき台ができましたら、それをもとに地域住民の方に対しまして説

明をさせていただきますとともに、意見交換の場を設けさせていただきながら、活性化案に反映

させてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 活性化案のたたき台ができてから、住民の方々の意見を聞くとのことですが、一昨年の定例会

でも質問いたしましたが、まず、住民の方の意見を聞き、その上で方針を決めていくべきではな

かったのでしょうか。その点についてのお考えをお伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 企画調整部長。 

○企画調整部長（森口幹男） 

 菰田地区につきましては、御存じのとおり市場の跡地の問題、炭都ビルの跡地の問題を含む飯

塚駅周辺の整備等、さまざまな課題がありますことから、まずは行政の中でこれらの課題を整理

にした中で、住民の方々のご意見が出やすいよう、一つのたたき台を示しまして、それからを考

えております。 

現在、作成しております活性化案は、菰田地区全体のコンセプトや、そのコンセプト実現に向

けたゾーニングの案を検討いたしておりますけれども、あくまでもたたき台という形でお出しし

まして、その案をもとに地域住民の方々からご意見をいただき、内容をまとめていきたいという

ふうに考えているところでございますので、その段階になりましたら、市民の方、地域の方々の

ご意見をいただくというふうに考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 ただいま答弁されましたが、いろいろな状況があるとは思いますが、地域住民の方は非常に不

安に思われております。活性化案のたたき台ができるのであれば、早急に説明会を行い、地域住

民の方の意見を聞いていただくようお願いいたします。 

菰田地区につきましては、飯塚市の発展において重要なエリアだと感じております。飯塚駅の

利便性の向上や、市場跡地の活用など、多くの課題がありますが、事業化に向けた早急かつ具体

的な取り組みを、ぜひお願いいたします。もうすぐ３月の末ぐらいまでにたたき台ができるんで

しょうから、対応を早期にお願いいたします。 

一方で、先ほどの答弁に、飯塚市全域の暮らしやすさを確保するため立地適正化計画の策定に

取り組んだとの説明がありました。まさにそこが大変重要なことではないかと思っております。

先日の新聞報道等において中心市街地活性化基本計画により、中心市街地の施設が充実する一方

で、旧４町からの不満の声が上がっていることが伝えられております。このような声に対して、
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今後、旧４町のまちづくりについてどのように進めていこうと考えられているのか、お尋ねいた

します。 

○議長（鯉川信二） 

 企画調整部長。 

○企画調整部長（森口幹男） 

 旧４町の支所周辺、これは御存じのとおり、都市計画マスタープランにおきまして地域拠点と

位置づけておりまして、立地適正化計画におきましても、その拠点を中心に都市機能が集積し、

また拠点を中心にコミュニティ活動が活発に展開される。さらには拠点間の連携を図っていくこ

とで、拠点がそれぞれに補完しあいながら、地域の暮らしを守っていける都市構造を目指そうと

しております。旧４町の地域を含む周辺地域から、さまざまな課題について要望が出されている

ことも承知しておりますし、これからそれらの課題につきましては、市だけでは解決できないも

のも多くございますので、今現在としては、できるところから対応しているような状況でござい

ます。一方で、現在各地区のまちづくり協議会がございまして、それぞれの地域で特性を生かし

たまちづくりが行われております。このまちづくり協議会と一緒に、これからの地域の絵を描き、

それぞれの地域にあった住みやすいまちの構築をできたらというふうに考えているところでござ

います。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 構築をできたらと思っていますということですが、今まで何をやっていたんでしょうか。まち

づくり協議会の設置を準備しだしてもう１０年たっているんです。それに４町のまちづくりは、

喫緊の課題です。構築できたらと思っていますという答弁では、余りにも無責任に感じます。な

ぜ、構築するためにこんな取り組みをしていますという答弁ができないのか不思議でなりません。

まちづくり協議会は市と共同でつくるまちづくりを目指し、市が政策として立ち上げた組織では

ないんでしょうか。 

市民環境部長。まちづくり協議会は勝手に立ち上がった組織なのか、それとも市が政策として

立ち上げた組織なのか、答弁をお願いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 市民環境部長。 

○市民環境部長（大草雅弘） 

 今ご質問いただきましたが、当然、行政側としまして、やっぱり地域、飯塚市活性化というこ

とを考えましたときに、地域から当然盛り上がっていくものを考えていくべきという方針のもと

にまちづくり協議会を立ち上げまして、飯塚市全体の地域活性化を図るというふうに考えており

ます。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 私がお尋ねしたのは、政策的に市が取り組んだものですよねとお聞きしたんです。政策的に取

り組んだんですよね。勝手にまちづくり協議会、自然発生的にできたものではない、まちづくり

をするために市が政策的につくったものですよねとお伺いしたんです。 

○議長（鯉川信二） 

 市民環境部長。 

○市民環境部長（大草雅弘） 

 すみません。答弁いたしましたが、当然、今質問議員言われますように、地域が勝手につくっ

たというものでは当然ございません。行政側としまして、どういった市の発展を考えたときにど
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うかといったとこでございますので、当然、政策的に考えたものでございます。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 そうであるならば、先ほどの答弁はまちづくり協議会にみずから入り込んで汗をかこうという

意識が全く感じられません。まちづくり推進課の職員の方々は、休日にまちづくり協議会の行事

に３つ４つと掛け持ちで出席されております。行事に出席するだけではなく、人間関係を構築す

るために、日々努力されている姿を目にいたします。そのまちづくり協議会が描いたビジョンを

反映させる担当部が今のような感覚でいいのか、残念でなりません。まちづくりは市が責任を持

って描くべきではないのですか。再度、明確な答弁を求めます。 

○議長（鯉川信二） 

 企画調整部長。 

○企画調整部長（森口幹男） 

 今、議員ご指摘のとおり、市の施策として表に出したものでございます。行政が今後も責任を

持ってビジョンをやっていかなければならないというふうに感じております。このビジョンを描

くに当たりましては、そこに住む方々、そこの地区で活躍していただいている方々の意見を意見

交換しながら、皆様と一緒にビジョンを、これは今言いますように、市が積極的にかかわってい

きますけれども、そういった意見を反映しながら、まちづくり協議会の支援を行っている、先ほ

どの市民環境部のまちづくり推進課とも連携を取りながら、取り組んでいきたいというふうに考

えております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 まち協とビジョンを描くと言いますが、これまで行政においては、まちづくり協議会とともに

行動していくという動きが見られなかったと感じております。まちづくり協議会の活動支援は、

まちづくり推進課が担当していますが、地域とのかかわりは、まちづくり推進課でとどまってい

るように感じてなりません。まちづくり推進課だけがまちづくりを担当するのではなく、旧４町

のまちづくりを含む、飯塚市全域のまちづくりを行政全体で責任を持ち、積極的に展開していた

だくよう強く要望いたします。 

最後に、まちづくり協議会は前市長が政策的に取り組んできたことですが、新市長は、この取

り組みを発展させる仕組みづくりを構築する役割があると考えます。 

私は以前の一般質問において、穂波地区のまちづくり協議会の課題を指摘しながら、まちづく

り協議会の組織のあり方、また予算について質問をさせていただきましたが、本日の一般質問を

踏まえた上で、新市長にまちづくり協議会に対する考え方、また旧４町のまちづくりに対するビ

ジョンについて、お考えをお聞かせください。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 しっかり伺ってきましたが、全く同感でございます。これまでの１０年そして１１年を振り返

ってみますと、確かに飯塚市全体で、かつ漠然と見れば飯塚は、この市は元気な市に、外から見

て、見えるようになってきたというようにも思っております。しかしながら、私は、１月の下旬

から１カ月とちょっと、いろんなところを拝見させていただいて、旧４町、とりわけその山間部

においても、そこに人の営みがあるということを実感いたしましたし、そのエリアでの生活とい

うものが成り立たなければ、本当に幸せに暮らすことができる飯塚市にはなり得ないとも実感を

しましたので、今の質問者の趣旨については同感だというように述べました。 
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それぞれのまちの特性を生かしつつも、飯塚市として全体の飯塚市づくりを進めていく上での

ビジョンを私どもと共有できるように、それぞれのまちづくり協議会、とりわけ４町におけるま

ちづくり協議会の方々と膝を突き合わせて、実態を把握しながら、そして未来に向けて何をすべ

きか、すぐにできること、そして中長期的にすべきこと、そのような絵を一緒に描いていきたい

と思っております。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 最後にしようと思ったんですけども、そのビジョンを描ける組織にするために、旧来から穂波

町でいえば１つのまちづくり協議会では人口が多すぎる、ビジョンが描きにくいという声が実際

上がっているんですね。その組織の見直しについても検討していただけるかどうかの答弁がなか

ったんで、再度お伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 私が前任のときからのやり取りを伺っておりましたので、その分で推察してお答えをさせてい

ただきます。 

人口割り、そしてその後ろにどれだけの住民、市民がいらっしゃるかというような観点からす

ると、質問者のおっしゃっているとおりだとも思います。ただ、今まちづくり協議会、それぞれ

がスタートしたばかりですので、そのスタートをまずもって円滑にかつ行政と協働的にできるよ

うな体制にしつつ、これは穂波だけの問題でない、別のところも恐らく考えていらっしゃると思

います。次の段階として、本当にこのまちづくり協議会のそれぞれの単位でいいのかどうかにつ

いては、今後の検討課題であると認識をしています。 

○議長（鯉川信二） 

 １３番 佐藤清和議員。 

○１３番（佐藤清和） 

 ぜひ、まちづくり協議会組織の見直しについては委員会でも要望が出ておりますし、早急に対

応していただくようお願いいたします。 

今回の質問で、まちづくり協議会にまちのビジョンを描いてもらい、市が責任持ってまちづく

りを行うと言われましたが、その姿が現時点では想像できません。また、先日の予算委員会で頴

田支所については、公民館を建築したときに、将来は公民館に支所機能をあわせ持つようにする

ことになっていたのを、変更の検討をされているようです。この変更は住民の要望を聞いてされ

ていることなので、大変望ましいことですが、穂波地区を含めほかの旧町では、公民館を廃止し

支所に移転するとされています。整合性が取れない中、今でも旧４町の不満が出ているのに、こ

のことが拍車をかけるのではないかと危惧しております。 

早急にまちづくりの声を聞いて、特に４町のまちづくりを進めていくように要望して、質問終

わります。 

○議長（鯉川信二） 

 暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５８分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○副議長（松延隆俊） 
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 本会議を再開いたします。２４番 道祖 満議員に発言を許します。２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 ３月議会の一般質問をさせていただきますけれども、今回新しい市長が誕生いたしまして、

６月が肉づけ予算となります。それに向かって少し今回の質問の中でいろいろと思うところを提

案させていただきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思っております。 

まず、質問通告に従いまして、質問いたします。子育て支援についてでございますが、待機児

童対策について、この問題については、昨年の３月市議会の一般質問で、質問させていただいて

おります。その際、前副市長の答弁では、子ども・子育て支援事業計画の保育所の入所数が予想

数と違っていることについて、これについては検証する必要があると思うと言われておりました。

事業計画の子どもの出生数の見直しはされたのかどうか。保育士の処遇についてですが、この改

善については、国に対して要望を行っていきたいと思うと言われております。国等への要望活動

はどのように行われてきたのか、またその反応はどうなっておるのか、お尋ねしたいと思います。 

続きまして、保育士の処遇については、飯塚市でどこまでできるのか。財政状況等を見ながら

検討していきたいと思うというふうに答弁いただいておりますけれど、その後の飯塚市での改善

対応はどのように行ったのか。この点について、お尋ねいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 まず１点目でございますが、平成２８年度の子ども・子育て会議を８月３１日に開催をし、事

業計画にかかわる事業の進捗状況の報告等を中心に審議されておりますが、出生数の見直し等の

人口の推移の見直し等に係る人口の推移等については審議はなされておりません。本市の出生数

でございますが、平成２０年度からの推移を見ますと、若干の増減はあっておりますが、緩やか

に減少傾向にございます。子ども・子育て支援事業計画の保育所入所数が予想と違っていること

について、検証をしておるのかということにつきましては、平成２７年度以降、４月時点のそれ

までの受け入れ数に対しまして、その後、２７年度以降につきまして入所数が下がっております。

これは、保育士確保ができなかったことが主な要因というふうに考えております。事業計画の数

字につきましては、国からの市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのた

めの考え方についてに基づきまして、認定区分にかかわる量の見込みと１０％以上乖離している

ことから、県の子育て支援課と協議の上、中間年の見直し時期とされております２９年度の作業

によりまして、３１年度までの保育児童の量の見込みと確保方策についての見直しを進めていき

たいと考えております。 

次に、保育士の処遇の改善ということでございますが、国等へ要望を行ったのかということに

つきまして、福岡県市長会や、福岡県都市福祉事務所長会を通じまして、国に対し要望を行って

おります。内容といたしまして、保育士確保のため、保育士の雇用、処遇改善を含む財政の支援、

保育士確保にかかわる諸事業の確実な実施、保育士処遇改善等の実効性のある対策を講じること、

保育の質をよりよいものとするため保育所の配置基準、処遇改善に必要な財源措置を図ること等

について、保育行政の充実強化についての要望等を行っております。このことに対する効果とい

うことでございますが、これらの要望等も踏まえた上で、現在、国において、諸々の保育士不足

問題あるいは待機児童の問題について、施策が進んでおるものというふうに考えております。 

そして３点目に、本市での改善対応ということでございますが、保育士の処遇の改善につきま

しては、平成２８年４月から毎月１回私立保育園の代表者の方と協議を行いつつ、保育士確保に

向けた取り組みといたしまして、保育士募集の啓発、周知の強化、そして保育士確保による処遇

改善を考え、市内保育園に保育士として雇用された場合に、１２万円の補償をする保育士就職緊

急支援事業を、昨年の９月議会において、ご議決いただいたところでございます。これにつきま

して、年度途中ということもありまして現在、３名の利用にとどまっておるという状況でござい
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ます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 ２月２６日に飯塚市長選挙が行われました。この際の論点に、待機児童についての取り組みが

上げられておりましたけれど、新聞各社の記事には希望する保育所に入れない待機児童数が、

２月１日時点で９９人とありました。また、２９年の１月３１日の、厚生委員会の質疑では、待

機児童が発生している保育所名が挙げられておりますけれど、どのような状況なのか、確認させ

ていただきたいと思います。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 ２月１日時点でということでございますが、１月３１日の厚生委員会で報告した時点の１月

１日現在で、９０人の各保育所の未利用児童の状況について説明をいたしておりますので、それ

をご説明させていただきます。公立につきましては、０歳児が１２名、１歳児が５名、２歳児が

３名、私立につきましては、０歳児が４０名、１歳児が１２名、２歳児が１１名、そして３歳児

が３名ということでございます。あとは、市外の２歳児が１名、４歳児が１名というふうになっ

ております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 最初の質問で、出生数の見直しはされましたかということを質問した際に、２７年度以降の受

け入れ可能数に対して、入所数が下回っておりますということ。このときの答弁は、保育士の確

保ができなかったということでありますね。今の質問の際、なんで待機児童が発生しているのか

というと、保育士が足りないということに尽きるのでしょうか。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 現在のこの状況は、平成２７年度以降、顕著になっております。その要因といいますのが、ま

ず１点目が、子ども・子育て支援新制度が平成２７年度に制定をされまして、これによりまして、

保育所の入所要件が緩和され、それまで申請対象ではなかった世帯が、申請が可能になったこと。

２点目として、女性の社会進出によりまして、申請する世帯がふえたということ。そして３点目

に、女性の育児休業の取得が浸透をしてまいったこと。そして、４点目が、保育士の不足という

ふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 重ねてお尋ねいたしますけれど、２月１７日の西日本新聞の飯塚市長選挙に関して、明日への

課題、待機児童についての記事がありました。その中で、待遇改善のため新年度は市内の私立保

育所に補助員を１人ずつ配置とありますけれど、このことはこれをやったとしても、待機児童が

減るということにはならないんだろうと思いますけど、先ほどの答弁からいきますと待機児童が

ふえた要件というのがですね。それから考えると、そのとおりでしょうか。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 
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 まず、２月１７日の西日本新聞の記事につきまして、待機改善のため新年度は、市内の私立保

育園に補助員を１人ずつ配置というふうに掲載がされました。来年度の事業について、尋ねられ

ましたときに、保育士補助員補助事業というものを検討しておりますと言うことをお話しました

ところ、あのような記事になってしまいました。この場を借りまして、おわびを申し上げます。

この事業で考えられますことでございますが、保育現場に保育士が不足している現状から、施設

等の清掃、給食、寝具等の準備、後片づけ、その他保育にかかわる周辺業務について、子育て経

験者などの地域の多様な人材を活用いたしまして、保育士の就業継続及び離職の防止を図り、保

育士が働きやすい職場環境を整備しようとするものでございます。補助員は、保育士の資格を持

っておりませんので、直接には保育士不足の解消には繋がりませんが、これによりまして、保育

以外の業務に費やされております時間を子どもへの保育の時間や、保育士の休憩に置きかえるこ

とによりまして、保育の質や処遇の改善につながり、そのことが結果、保育士の確保、そして未

利用児童の解消につながっていくものではないかというふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 新聞の記事等を読んでいますと、施設のキャパはあるけれど、保育士が足りないから、どうし

ても受入れができないと。それがために、待機児童が発生しているというふうな記事の内容にな

っておったと記憶しておりますが、そのとおりですか。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 あの時点では、まだ平成２９年度の数値が確定をしておりませんでしたので、あの時点ではそ

のように考えておりました。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 保育士が確保できれば、待機児童は減ると、減少に向かうだろうと、確保する方法がなかなか

いろいろ取り組んでいるけれど思うように進まない。こういうふうに理解していいですか。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 そのように考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 厚生委員会で、飯塚私立保育協会との会合等が行われて一所懸命に議会としても待機児童問題

については取り組んできたと思います。また、厚生委員長報告では、飯塚私立保育協会から今年

の１月１７日に新たな要望書が出ておって、要望書の６項目について提案があっておりますけど、

この６項目の要望に沿えば、待機児童は現状よりも減らすことができるのでしょうか。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 ご指摘のとおり、飯塚私立保育協会より、飯塚市保育事業に関する要望書というものが提出を

されております。主なものとして保育士不足の解消に向けて一定の助成をお願いしたいというこ

と、子育て家庭の経済的負担の軽減、待機児童対策として人口減少を踏まえた適正な定員、単な
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る施設数の増でない適正な施設配置等が要望として上がっております。お尋ねの待機児童を現状

よりも減らせるのかということにつきましては、要望の全てが未利用児童の解消につながるとい

うふうには考えてありませんし、コストの面もありますことから、保育士確保につながるものに

ついては、未利用児童の解消に一定の貢献はできるものというふうには考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 保育協会から要望書が出ておりますけど、この要望書と国が待機児童対策について取り組んで

きておりますけれど、その中にあります施策等を照合するとか、そういうことやっておりますか。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 保育協会のほうと議論する中において、今質問者ご指摘のようなやりとりはさせていただいて

おります。事実、国においても公定価格の引き上げについては実施をされておりますし、また熟

練保育士に対する手当てもされるということでございます。これらを踏まえて、本市におけるこ

の対応を今後も進めていく必要があるというふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 出生数の話をしましたけど、改めて子ども・子育て支援事業計画の資料と突き合わせてみると、

平成２８年で０歳児から５歳児までの合計数は、予想より１２６名多くなっているんですね。こ

ういうことは、どうしても待機児童につながってくると思うんですよね。こういう数字が多くな

っている。出生数が多くなっている。それと、女性が働こうと社会進出をしようとしている数字

が多いという答弁でありますから、どうしても待機児童がふえてくる。それに向けて国は、平成

２５年から待機児童解消のプランをずっと打ち出してきております。県もこれに従って、昨年か

らまた新しい制度を入れて、例えば保育所に勤めている方で、お子さんがいらっしゃる方は優先

的に保育所に入れるとか、また、たしか保育の免許をもって就労していない人には、就労したと

きに準備金を渡すとか、そういうことを国の方策に従ってやってきておりますけれど、保育士を

確保しない限り待機児童が減らない。これはもう何度もお尋ねしていますけれど、そのとおりで

すよね、部長。もう一度その辺だけ確認させてください。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 最も大きな要因が、そこだろうというふうに考えています。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

ここに平成２７年１月１４日に保育士確保プランというのが、厚生労働省から公表されており

ます。この中で、できるだけ国としても、これは先ほど部長が言ったように地方都市で現実的に

待機児童が多いからどうかしてくれという要望に沿って、計画を今日までつくられてきたんだと

思いますけれど、その中で保育士確保の問題で参考になる点が一つ、まあいろいろあるんですけ

れども、これはそれなりに考えて、今後対応をされるんでしょうけれど、その中で一番確保する

ために、飯塚市においてメリットがあるんではないかと思うのが、授業料の貸し付け制度なんで

すね。これはこの中に、国の中で、ちゃんとうたわれておるんです。各種プランの中の第３、保

育士確保プランによる施策。すでに加速化プランにより取り組んでいる各種施策推進。この中に
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人材育成というのがありまして、そして保育士の就学資金貸し付けというのがある、これをやっ

ている地方都市はあります。そして、こういう考え方に従って国は、各都道府県に保育士就学資

金貸付事業というもの導入するように進めております。これの目的、ここで質問ですからお答え

いただいても構わないと思いますけれども、私のほうから内容を説明しますと、月額５万円以内

を貸付期間は２年間を限度として、国が４分の３、都道府県が４分の１の補助率で貸し付けると。

就学資金の返還免除というのがあるんです。貸し付けを受けたものが指定保育士養成施設卒業か

ら１年以内に保育士登録を行い、就学資金の貸し付けを受けた都道府県の区域内等の保育所等に

おいて、保育士として５年以上従事したときは、就学資金の返還を免除という国の施策があると

いうことなんです。福岡県に確認いたしましたら、平成２９年度から、これを導入するというこ

となんです。ただ、この問題はここに今言ったように、月５万円ずつ貸して、それは５年間、福

岡県だったら、福岡県の県内の保育所に勤めれば、奨学金を免除するということですよね、単純

に言えば貸付金を返さなくていいということです。ただこの問題は、県はこれを入れるといって

います。福岡県の社会福祉協議会と話をして、進めていっておるという話を聞いております。お

そらく４月以降、これは整理されて入ってくると思います。各市町村にもこの連絡は来ると思い

ますけれど。ただ、この導入がされても公立保育園と私立保育園の区別がないんですよ。だから、

飯塚市の公立の保育園に勤めても、これはよしと。私立でもいいということなんです。それと飯

塚市限定になっていない。これは福岡県内なんですよ。でありますから、県はこれをやる。それ

と調べたら、千葉県流山市で平成２６年からこの貸付制度を先行してやっております。それは流

山市で、私立の保育所に就職していただいたら、貸付金を免除するという制度なんです。こうい

うことをきちっとやっていって、保育士を確保するということについて積極的に取り組んだほう

がよろしいんじゃないかということです。国に対していろいろと意見を言いましたと、しかしも

う既にそういう制度を入れなさいと、入れているところもありますよということだったんです。

流山市に確認しますと、県は国の指定に従って月に５万円と、５年間従事したら戻さなくていい

という千葉県はそういう制度があります。流山市はそれと併用して、貸し付けを行いますと。流

山市に私立保育園の保育士を確保するために、独自でやりますということです。これは何かとい

うと、保育園に金を投入しても、確実に保育士に、お金が上乗せとして、賃金としていくかとい

うと、それはまた、いろいろな民間保育園ですから、いろいろ会社の中のやり方があるから難し

い点があります。ただ保育士を先行して２万円なり、３万円なりを投資して戻さなくていいとい

うことは、民間の保育園に入って賃金の先行上乗せになると思うんですよね。それと奨学金とい

うことに、貸し付けですから、返還しなくていいということになっていれば、勉学にいそしむと

いうか、そういう人たちのキャリアアップにもつながりますし、もう一つ言わせていただきたい

のが、飯塚市は近畿大学の九州短大があって、そこにこういう制度を入れることによって学生を

確保してやると。大学の振興といいますか、そういうことにもつながっていくのではないか。だ

から、そういうことを考えたらどうかと思いますけど、財政面の件について検討してみますと言

いながら、何もしていません。だから、今後のことを考えればこういうことは、考えられるんで

はないかと思いますけど、部長答弁できますか。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 いま質問者からご紹介されました貸付制度につきましては、私どもも承知をしておりますし、

昨年、内部段階ですけども検討はいたしました。いたしましたが、結果的にはやはり実施に向け

ての判断には現在まで至らなかったということでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 
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単純な話なんです。どれだけ投資をするか、短期投資で、長期の政策につながってくるという

ことなんですよね。長期、短期を考えていったときに、いいですか、１人月２万円の貸し付けを

するということは２４万円なんですよ。１０人で２４０万円ですよね。いま私立保育園が２３園

あって、１人ずつ足りないとしたら、２３人分確保すると。すると幾らですか。６００万円もあ

れば、まず待機児童の解消にはなると。しかも、県がこれを導入したら、月５万円なんです。市

が何万円がいいかどうかはわかりませんけど、検討してもらうには財政的な問題がありますけど、

例えば、２万円だったら月に７万円学生たちは助かります。近畿短大の授業料を調査したら約

１１０万円です。６０万円プラスの２４万円で８４万円ですよね。それでいっていけば、飯塚の

私立保育所に就職してくださいと、そうしたら免除ですよと。県は５年と言っていますから、そ

れに合わせるか、２４万円ですから、短い期間にして１年にするか、２年にするか、それはちょ

っと財政との相談でしょうけれど。そういうやり方はあるということですよ。いま部長が答弁し

ましたけど、財政の状況を見ながらと、前副市長が言いながら、６００万円ですよ。年間

６００万円投資すれば、九十何人の待機児童はなくなる可能性があるということですよ。そうい

うことをなぜやらないのかと。なんで待機児童がふえ始めたかというと、やっぱり飯塚市の施策

がよくて、安心して子どもが産める環境ができ上がってきたから、やはり予想よりも子どもが多

く生まれてきている。就労を進めているのは、国の政策ですよ。労働人口が減ってきていますか

ら、女性も社会に進出してください。男女均等法とかですね、そういうことを整備しながらやっ

ている国の政策ですよ。そういうことから考えていったときに、安心して子どもを育てられる環

境、そういうことを考えていったときに、私の計算が間違っているかもわかりませんけど、単純

計算で６００万円、年間６００万円ですよ。６００万円投資すれば、待機児童が解消する可能性

がある。なぜそういうことに一所懸命取り組まないのかということを言いたいわけです。新しく

市長になられました、国の政策はきちっとあります。先ほど部長が言いましたように、保育士の

処遇改善のための賃金アップもですね、平成２８年までには、２５年から８％ですか、段階的に

上げるんだという計画もちゃんと出て、それの対応を国は手当てをしてきているはずです。

２４年からですね、２４年をゼロとして、そして２９年度で１０％、最大４万円にするという計

画はもう出ているわけですよ。それを民間の保育園と話をしながら、実態を調査して処遇がきち

っと改善されているのか。それをチェックしていけば、先ほど言っていた、補助員の充実も大切

でしょうけれども、国のやっている内容を確認しながら、飯塚市で、保育士を確保する施策を打

つべきだということをこの質問で言わせていただきたいんですけれど、そういうことについて、

市長、どう思いますか。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 今、ご指摘いただいておりますことにつきましては、私ども絶えず念頭に置いて今日まで対応

してまいりました。しかしながら、結果といたしまして、ご指摘のとおり、厳しい状況が続いて

おりますことについては、大変申しわけないというふうに思っております。引き続き、ご提案い

ただいたことを含めまして、実質的な待機児童の解消に向けて全力で取り組んでいかなければな

らないというふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 全力で取り組んでないから、こういう結果になっているんだと言っているんですよ。国はちゃ

んと平成２５年度からそういう計画を持って、２７年には具体的な話がもう出ているし、ほかの

地方都市では、２６年からやっている事実があると、そういうことを言っているんですよ。全力

でやってきましたと言ったって、９９人の待機児童がおる、これが解消されてない、だから解消
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する方法を具体的に提案しているんです。ちゃんと国の政策を見てからかみ砕いてちゃんとやっ

てください。市民がそれを望んでいるんですよ。そうしないと働きに行こうにも働けないんです

よ。生活設計ができない、そういうことなんですよ。国の政策に従ってちゃんとやれば、こうい

う問題は解決していくんではないかということを言わせていただきます。 

この問題については、これで終わって、時間が限られてきましたので、続きまして、地域子育

て支援拠点事業の穂波地区の子育て支援センター設置についてですけれども、この計画について

は、どういうふうになってきているのか、端的にお尋ねいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 子ども・子育て支援事業につきましては、平成２７年に策定いたしておりますが、旧１市４町

の地区にそれぞれ１カ所ずつの子育て支援センターの設置ということで計画がされております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 では、穂波にはないのはなぜかという質問を９月議会でしたんです。今後、穂波には、子ど

も・子育て支援事業計画に従って支援センターをつくるのか、つくらないのかということをお尋

ねしておるんですけれど、端的につくるのか、つくらないのかだけお答えいただきたい。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 担当といたしましては、計画に基づいて実施するというふうに考えておりますが、結果として、

今日まで実現に至っていないということでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 ありがとうございます。子ども・子育て支援事業の計画は生きていると、穂波に支援センター

をつくるのは生きているというふうに理解してよろしいですね。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 計画があるということで考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 計画がある。計画をつくったのはあなた方でしょう。だから計画どおり物事を進めてください

と言っているだけの話です。計画をつくって、計画を変更するなら変更するだけの理由を言って

くださいということを言っているんです。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 前回の議会の折にも、ご答弁申し上げておりますが、街なか子育て広場が旧玉置跡地に設置さ

れるに際しまして、旧穂波地区の子育て支援センターの場所から至近の距離であったということ。

あわせまして近年の移動につきましては、ほとんどのお母さん方、保護者の皆さんが車を利用な

されておられるということで、これらのことを考え合わせた上で、穂波地区の利用者につきまし
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ては、街なか子育て広場を利用することによって、お願いをしたいと言うことで、決定がされた

ということでございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 それはあなた方の勝手でしょうと言っているのよ。だから、穂波の人にちゃんと意見を聞いて、

穂波にあったほうがいいのか悪いのかと、なければないでいいと言うんならないでもいいのよ、

計画はつくっているけど。なんで、そうしたら庄内のところとか、頴田にあって、そこの利用率

は高いんだと言っているんですよ。法律の趣旨がわかってないんじゃないかと言っているんです

よ。みんながみんな働くために、子どもを保育園に預けるわけではない、幼稚園に入れるわけで

はないと言っているんですよ。家庭で子どもを育てるために、安心して育てるために、支援セン

ターをつくりましょうと。当初から、支援センターは飯塚で１つでいいという判断でたつならそ

れで結構です。だけど、あなた方は穂波に、と書いているじゃないですか。穂波に何でつくらな

いのかということを端的に聞いているんです。それは穂波の人たちが必要ないと言ったから、飯

塚市民が必要ないと言ったからであるならば結構ですよと。それは、どっちなんですかと。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 新しく今、街なか子育て広場が開所いたしましたが、この折に、昨年の１１月から１２月にか

けましてアンケート調査を実施いたしました。このアンケート調査では穂波地区での具体的な開

所の要望等は、アンケートからは見えてきておりません。ただし、アンケートのサンプル数、結

果的にお答えいただいた数が、余り多くなかったということで、現在のところ、ニーズ調査を平

成３０年度に実施する予定にいたしておりますが、このニーズ調査の折りに、穂波地区のニーズ

調査についても、あわせて実施をしたいというふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 この問題で時間をとると、次のやつに行かれないんですよ。あなた方はこの事業計画の見直し

は平成２９年度にやると書いているんですよ、それが３０年度ということは、また１年延ばした

ということですよ。だから、この計画は生きているんでしょうと言っているんですよ。生きてい

るなら生きているで、ちゃんとそういう理由づけをしてくださいよ。アンケートを取りました、

アンケートの内容の取り方によって、穂波地区には必要ですか、必要じゃないですかというアン

ケートだったんですか。利用者に対して。利用者は飯塚だけ街なか広場だって、１１０人前後は

使っているわけですよ。その人たちにアンケートを出して、１００％の回収ですか。筑穂、庄内、

頴田にも子育て支援センターがありますよ。もしあなた方が、穂波にそういう支援センターがで

きたらそこに通所する可能性はありますかというような質問をしたんですか。そういうことじゃ

ないでしょう。だからそれは言っておきます、再考してください。ぜひ、子どもの子育てに携わ

っている親御さんたちの気持ちを考えてもらって、再考していただきますよう要望しておきます。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 まちづくり協議会の活動についてお尋ねします。 

やはり２月の選挙の際に地域格差がいろいろと話題になっておりました。新市長の片峯市長は、

やっぱり山間部に行っていろいろ感じることがあったということで、ご答弁いただいております。

いろいろとですね。さきの質問者の対しての答弁ですけれど。そこで、まちづくり協議会が行わ
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れていて、私はいつも思うことなんですけど、私自身が鯰田地区のまちづくり協議会の委員で参

加しておりますけれど、鯰田地区は鉄路が１つあって、バス路線が３つあるんです。なおかつ、

スーパー等がやはり減ってきましたので、まちづくり協議会の中で土曜日だけ協議会のほうで鯰

田川食とナフコと一太郎を結ぶ、買い物ワゴンバスを週１回土曜日だけ出しているんですね。そ

の利用率がいいということで、昨年実証実験をして、本年度は、改めて、まちづくり協議会とし

ては市に対して、この実施を１年間やりたいということで要望書を出していると思います。こう

いうふうに、決して山間部ではないんですけど、買い物難民はいるわけですね。それに対応して、

まちづくり協議会としては、地域の人たちが知恵を出して、こういうことをやっておるわけです

けれど、他の地区もバス路線等がなければ、確かにコミュニティバス等が整備されてきておりま

すけれど、必要な部分については、きちっとまちづくり協議会の１２地区の特徴を出しあって補

完し合うようなことをやっていくべきだと思っておりますけど、今後どうしていく考えなのか、

お尋ねいたします。 

○副議長（松延隆俊） 

 市民環境部長。 

○市民環境部長（大草雅弘） 

 現在のまちづくり協議会の活動状況、鯰田地区の状況についても、私どもも把握させていただ

いております。質問議員言われますとおり、今回の鯰田地区のまちづくり協議会の取り組みにつ

きましては、福岡県におきましても、注目されている取り組みということで市内の他地区におい

ても同様の動きを始めている地区も出てきております。各地区の活動状況をちょっと申し上げま

すと、筑穂地区では、コミュニティカフェの運営、スーパーの閉店に伴う筑穂支所の１階ロビー

におきます季節の節目に、ふれあい市の開催、さらには内野地区におきまして、地域住民による

ルート運行型のワゴン車の導入を検討中でございまして、現在対象となる住民へのアンケート調

査を実施中でございます。また、頴田地区におきましては、買い物対策に関する全世帯アンケー

ト調査を実施したところでございまして、今後どのように取り組むのか、協議を開始する予定と

なっております。また、二瀬地区におきましては、高齢者等を対象に事前注文による配達事業の

取り組みやスーパーの協力による移動販売での買い物対策等の取り組みも計画中ということでご

ざいます。さらには、飯塚片島地区では、異世代間交流事業や子育て支援事業やまちなかのにぎ

わい創出としてイルミネーションによる飾りつけ等、それぞれの地区におきまして、地域の抱え

る課題解決のための取り組みがなされているといったことでございます。各地区、いろんな取り

組みを現在しております。それぞれ特色を持ってやるということもございますが、なかなかそれ

ぞれの知恵というのは限られております。私どもが今後考えておりますのは、まちづくり協議会

同士の交流、これがまだなかなか図られておりませんでしたので、これを図りながら、意見交換

をし、より自分の地域に活用できるもの等ができるかといったところを交流を図りながら、地域

の活性化へ進めてまいりたいというふうに考えております。 

○副議長（松延隆俊） 

 発言時間が３分を切っておりますので、よろしくお願いいたします。２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

 まちづくり協議会どうしの交流をぜひ、活発に行っていただいて、いろいろな意見を取り入れ

て地域活性化につないでいただきたいと思います。それとともに、指定管理者制度を導入してま

ちづくり協議会を運営していきたいと考えているということでしたけれど、その点について考え

方を説明していただきたいと思います。 

○副議長（松延隆俊） 

 市民環境部長。 

○市民環境部長（大草雅弘） 

 まず、まちづくり協議会の拠点という部分につきましては、地区公民館をまちづくり協議会の
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活動拠点というふうに考えております。そういった中で、この運営ということになりますと、当

然当初は、直営でスタートしてまいります。まだ現在各地区のまちづくり協議会が確立されてな

いといったところもございますので、今後各地区のまちづくり協議会の方々と協議を重ねながら、

地域にとってよりよい形での運営となるように検討していきたいというように考えているところ

でございます。 

○副議長（松延隆俊） 

 まもなく発言時間が終了しますので、最後の質問としてまとめていただきますようにお願いい

たします。２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満） 

３月１３日の厚生委員会に２０２０東京パラリンピックの事前キャンプ誘致活動について報告

がありましたが、これについてお尋ねいたしますけれども、今後、南アフリカに対する具体的な

誘致、要望活動についての考え方を示していただきたい。 

それと練習施設、宿泊施設の改修について取り組むというようなホームページに記事がありま

したけど、これについての計画があるなら計画を示していただきたい。残るところ３年でありま

す。どういうふうに取り組むのか、考えを示していただきたいと思います。 

○副議長（松延隆俊） 

 こども・健康部長。 

○こども・健康部長（森田 雪） 

 ２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向けては、平成２７年３月に事前キャンプ地飯

塚市誘致支援実行委員会を産学官２８団体によりまして立ち上げ、誘致活動を展開しております。

これまでの経過でございますが、実行委員会のもとに作業部会を設置し、作業部会において誘致

計画を策定、平成２８年３月には実行委員会におきまして決定をいただいております。その中で

誘致対象を南アフリカ共和国の車いすテニス競技といたしております。その後、南アフリカ共和

国車いすテニス協会代表者と国際電話やメールの交渉のほか、昨年５月のいいづか国際車いすテ

ニス大会のおきましては、南アフリカ共和国の車いすテニス協会の代表者と面談、９月には南ア

フリカ共和国駐日大使と面談を行い、本国の情勢の収集やキャンプ地誘致に向けての協力の依頼

等を行ってまいっております。しかし、残念ながら現在まで事前キャンプ地との決定までには至

っておりません、今後、南アフリカ本国への訪問及び南アフリカ本国から関係者の招致などを検

討しており、誘致の成功を目指してまいりたいというふうに考えております。それから、筑豊ハ

イツの整備につきましては、現在内部において整備の方向性をどのようにしていくのかというこ

とについて、協議をしておる段階でございまして、まだ具体的に、その方針が決まっておるとい

うことではございません。 

○副議長（松延隆俊） 

 ２４番 道祖 満議員。 

○２４番（道祖 満）  

 ３年と限られておりますから、きちんと具体的な計画を出して取り組むべきだと思います。筑

豊ハイツについて、第３次公共施設の見直しについては、マイナスというふうになっていました

ので、どうするのか早急に考えを整理していただきたいと思います。 

以上をもちまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○副議長（松延隆俊） 

 暫時休憩いたします。 

 

午後 １時４８分 休憩 

 

午後 ２時００分 再開 
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○議長（鯉川信二） 

 本会議を再開いたします。４番 勝田 靖議員に発言を許します。４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 本日最後の質問になるかと思いますが、質問通告に従い、一般質問を行います。できるだけ速

やかに進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

今回は、現在本市で実施されています人事評価について、お尋ねいたします。本市では、飯塚

市人事評価マニュアルに基づいて、人事評価が実施されていると思いますが、飯塚市人事評価を

実施するに至るまでの経過をお尋ねします。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 人事評価制度につきましては、地方分権の進展、住民ニーズの多様化、高度化に対応できる、

能力と意欲ある職員を育成するために、個々の職員のもつ能力を発揮させることを目的といたし

まして、平成１８年から部長職から係長職までの職員を対象に試行を行いまして、平成２０年度

に本格導入を行っております。同時に、一般職員につきましても平成２０年度から試行、平成

２４年度からの本格導入を行っております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 係長職以上は、平成１８年度から試行を行い、平成２０年度より本格実施、一般職員は平成

２０年度より試行的に行い、平成２４年度から本格実施ということですので、約１０年が経過し

たことになります。ということは、既にこの人事評価制度が本市では定着してきたと捉えていい

のかもしれません。では、飯塚市で実施しています、人事評価の意義といいますか、狙いについ

て、それはどうなっていますか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 本市で行っております人事評価の狙いといたしましては、主に３点が挙げられます。１点目は、

人事評価を通じて、業務上の課題についての目標を設定し、進捗管理を行い、評価を実践するこ

とで、部下へのマネジメントを通して、組織全体のマネジメント体質の強化へとつなげるという

ことであります。２点目は、目標達成に向けて、職員が課題解決のための能力を向上させ、上司

は課題解決のための指導育成力を身につけることにより、職員の能力開発へとつなげることであ

ります。３点目は、人事評価により、公正に業績や能力が評価され、処遇や人員配置へと反映さ

せることで職員の意欲高揚や、適材適所の配置を進めること、この３点でございます。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 つまり、人事評価を実施することで、目標達成機能で職員一人一人の目標と組織目標を融合さ

せ、次に、モチベーション機能の充実を図ることで、職員の能力開発を図るとともに、コミュニ

ケーション機能を発揮し、飯塚市の掲げる理念や構想の実現を目指しているということになろう

かと思います。では、飯塚市で実施されている人事評価は、これは地方公務員法に定めている法

規程に準じて行われていると思うわけですが、本市の人事評価マニュアルによりますと、人材育

成基本計画で目指す、期待される職員像の実現に向けて取り組む、そういった記述がされている

と思います。そこで、この期待される職員像として、６つの期待される職員像が示されています
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が、どういった内容になっていますか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 期待される職員像といたしましては、市民に信頼される職員、郷土愛を持つ職員、市民と協働

してまちづくりをする職員、新たな課題に立ち向かう職員、コスト意識のある職員、心身ともに

タフな職員、この６項目を掲げております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 この６つの職員像、素晴らしい職員像だと思います。そういった職員で満たされると、飯塚市

はもっと、ますます発展することだろうと思っております。そこで、期待される６つの職員像が、

単なる職員像もしくは絵に描いた餅で終わらないように、職務遂行に力量を発揮していただきた

いと思っています。では、人事評価を実施する際の年間スケジュールは、どのような計画に基づ

いて実施されているのか、お伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 人事評価のスケジュールでございますが、まず５月１５日を最終期限といたしまして、部長級、

課長級、課長補佐級及び係長級、最後に一般職、この順に目標設定を行います。その後、定期的

に上司は進捗状況の確認を行いまして、適宜、指示や指導を行っていくことにしております。評

価については、翌１月１日を基準日といたしまして、３月末までの達成予定状況を評価していく

ことになりまして、こちらは１月３１日が提出期限としております。その後、人事評価制度委員

会を経まして、評価の最終調整、決定を行い、上司から部下へ結果のフィードバックを、面談を

通じて実施をいたしております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 私自身は、この人事評価のスケジュールについては、若干見直しが必要な時期ではないかと考

えております。というのも、部長の目標設定の期間は４月１０日まで、課長はそれを受けて４月

２０日まで、係長は、部課長の目標設定を受けてから４月３０日まで、そして最終的に一般職員

は５月１５日までと、１０日間刻みで記入するようになっているわけですね。もっと市政発展あ

るいは運営のためにも、余裕を持って課の目標設定をすべきではないかと思います。では、この

勤務評定制度と、人事評価制度との違いはどういったところにあるのか、お尋ねします。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 勤務評定制度は、被評定者による目標設定や自己評価が存在いたしませんで、また評価結果も

非公開というものでございます。これに対し、人事評価制度は、被評価者が目標設定を行い、自

己評価を経た上で一次評価、二次評価を実施いたしまして、その評価結果についても面談を通し

て被評価者へフィードバックされる仕組みとなっておりまして、評価の透明性がある制度である

というふうに言えます。また、人事評価制度では、その評価により現状の被評価者の到達点を確

認いたしまして、成長課題を明確にして成長につながることを目的としております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 
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○４番（勝田 靖） 

 勤務評定制度には、被評価者の具体的な存在がないという形で行われ、人事評価制度では、被

評価者が目標設定をみずから行い、進捗管理も、評価も、みずからが自己責任のもとで実施し、

面談を継続して行いながら、フィードバックされ、公正性や透明性が導入されているということ

だと思うわけです。つまり、上司と部下の共同作業を、組織の目標と個人の目標とを統合させ、

ＰＤＣＡサイクルで実行し、組織の効率的、効果的運営を図るとともに、職員の能力開発を図る

ということで理解しております。その結果、マネジメント強化につながり、職員の能力開発に役

立ち、適正な人事の確保になると思うわけです。では、人事評価の対象となる職員は、一次評価

者及び二次評価者を除き、どういった方までが対象となっているでしょうか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 対象者といたしましては、部長級以下、次長級、課長級、課長補佐級、係長級、一般職員が対

象としております。なお、非常勤嘱託職員、再任用職員、それと臨時職員については対象外とし

ております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 では、本市で実施しています人事評価の評価期間はどうなっているでしょうか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 ４月１日から３月末までの目標達成状況を評価するものとしております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 ４月１日から３月末までの期間に、目標設定の内容整理を図るための、途中、面談等がそれぞ

れ実施されていると思いますが、人事評価を実施するにあたり、評価者と被評価者に分かれると

思います。第一次評価者や第二次評価者が、被評価者を評価するまでに、何回か面談等を行うと

思います。その際の留意点や、心構え等はどのようになっているでしょうか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 面談等を行う際の評価者の留意点や心構えといたしましては、部下の話に対して受容と共感的

理解を持って積極的な傾聴を行うことや、上司としての思いや期待を素直に伝える率直なコミュ

ニケーションを取ること、また、目標達成に向けて部下の支援を行うという態度を、被評価者に

示すよう研修等を通じて指導をしておるところでございます。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 この面談等を行う際には、面談のテクニックといいますか、技法については、日ごろの勤務内

容だけではなく、研修や自己研さんを積むことでしか高まらないと私は思っています。ぜひ継続

して、より高度な研修の継続、実施をお願いしておきたいと思います。 

次に、人事評価の実際についてですが、人事評価の具体的な内容についてお尋ねします。４月

当初の各部目標設定から、部目標の浸透、理解を図るための部目標の説明が始まり、課長及び係
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長に進み、最終的に目標体系表が完成する計画になっています。その後、目標体系表をもとに、

一般職員が目標シートや育成シートを作成するようになっていると思うわけですが。ただ、４月

当初からの１、２カ月間は部課長をはじめ、どの職場、どの職員も、非常に多忙を極まる時期で

はないかと思うわけですが、そのところはどうお考えでしょうか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 人事評価において設定することとなる目標につきましては、その年度における各所属の方針を

示すものであります。おっしゃるとおり、業務多忙な年度当初ではありますが、上司と職員間に

おいて人事評価の目標設定を通じた面談等を行いまして、所属としての方向性をお互いに確認す

るということは、その後の業務遂行を円滑に行うために必要なものであるというふうに考えてお

ります。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 ただいま業務遂行を円滑に行うために必要なものであるという答弁があったわけですが、これ

は、あまりにもやはり短期間すぎではないかということを私は指摘しておきたいと思います。で

は、その際の面談時間や、記入時間等の確保については何の支障もないといいますか、問題はな

いでしょうか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 まず、上司と職員の面談につきましては、良好な職場風土や円滑なマネジメントの観点からも、

業務の繁忙等にかかわらず一定時間確保されるべきものだというふうに考えております。記入時

間については、現在はエクセルシートを活用して人事評価を行っておりますが、平成２９年度か

らは作業の軽減を目的といたしまして、システムの導入を行いますことから、操作性も向上いた

しまして、現状より記入時間等が短縮できるものというふうに考えております。ご指摘のように、

こういった時間が職員の負担にならないような工夫というのはしてまいりたいと思っております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 ぜひ、そのように行っていただきたいと思います。次に、飯塚市の人事評価は、能力評価及び

業績評価の２種類で実施されていると思いますが、能力評価及び業績評価について、それぞれ説

明していただけますか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 まず、能力評価は、飯塚市職員として求められる能力や、課題達成のために必要な能力、意識

などの項目がありまして、それらの項目を１点から５点までの５段階で評価を行っております。 

次に、業績評価についてでありますが、上司と共通する目標及び各自が持っております業務に

関連する項目で設定した目標それぞれについて、１月１日を評価基準日といたしまして、こちら

も目標達成度を５段階で評価するようにしております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 
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 その中に、目標シートは、原則的に修正はできないと伺っているんですが、目標修正が必要と

なった場合、その手続等はどうなっているでしょうか。また、中途で目標修正が認められる場合

とはどのようなときなのでしょうか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 目標修正が必要な場合は、第一次評価者に申し出を行い、第二次評価者の承認により変更が認

められることとしております。目標修正が認められる場合は、次の４点でございまして、まず

１点目が、予測不能な突発事項が発生した場合、２点目として、新たな重点課題を目標とする旨、

トップダウンで指示があった場合、３点目としては、組織の変更や配置転換があった場合、４番

目に、その他、第二次評価者がやむをえないと判断した場合でございます。なお、目標修正の申

告期限は９月末といたしております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 そのシートの目標修正に関してですが、人事異動や匿名による目標修正は６月末まで認められ

ており、さらには、期中における目標修正は９月末までとなっているようですが、今までに目標

修正の申し出等は年間何件くらい承認した実態がありますか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 評価シートの保管期間である過去５年間分の件数になりますが、現在まで８件の修正を確認を

いたしております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 一次評価者が被評価者を、また、二次評価者が一次評価者を評価する際に、どういったこと、

あるいはどういったところを参考にして評価を行っているのか、お伺いします。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 評価者においては、評価の際に活用できますように、目標に基づいた部下の日常行動やその育

成について記録するよう促しております。また、評価の際は、部下や一次評価者と意見交換を、

必要に応じて行うようマニュアル等を通じて指導しているところでございます。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 そうやって作成してある目標シートあるいは育成シートですが、これはおそらく公簿になるか

と思いますが、人事評価の記録後は何年保管するようになっているでしょうか。また、開示等に

ついてはどうなっていますか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 人事評価の結果につきましては、保存年限は５年間となっています。なお、評価結果について

は、飯塚市情報公開条例第８条第１号に基づく個人に関する情報となっておりますので、非公開
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としております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 そこで、人事評価の結果を具体的にどういったことに活用されているのか、実例に基づいて、

説明していただけるでしょうか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 平成２８年度における活用の実例につきましては、平成２７年度の人事評価結果を課長補佐級

以上の職員の勤勉手当に対して反映をいたしております。なお、この活用につきましては、平成

２１年度から実施をしておるものでございます。また、平成２９年度からは、平成２８年度の評

価結果について、人事評価対象職員全員に勤勉手当へ反映するものとしております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 次に、人事評価の今後についてお尋ねいたしますが、飯塚市では一人一人の職員を、飯塚市役

所の期待される職員像に育成していくために、人事評価を実施してきたと思うわけです。そこで、

約１年かけて実施しています人事評価について、一定の成果も課題も出てきているのではと思い

ます。その際、能力評価や業績評価の結果に対する職員の苦情相談や苦情等について、どこが対

応するようになっているでしょうか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 苦情相談等については、労使の代表で構成される評価審査委員会を設置しており、苦情申出書

を提出された場合は当該委員会で審査を行いまして、対応をいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 では、そういった苦情相談や苦情等は、どのような手続を経て処理されるのでしょうか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 評価審査委員会が苦情相談の申し出を受理いたしますと、受理の通知を一次評価者及び二次評

価者へ行います。その後、申出者の意見陳述、関係者への意見聴取を行いまして、評価が妥当か、

または再評価すべきものかを審査をいたします。この審査結果を、人事評価制度委員会で審議い

たしまして、必要に応じて再評価を行い、市長が最終評価を決定するものとしております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 評価審査委員会が苦情等の受理、対応、処理を行い、その後、人事評価制度委員会が再評価等

を行うということですね。そこで、飯塚市の人事評価に関して、今ご答弁されました人事評価制

度委員会及び評価審査委員会なる２つの組織があると言われましたが、この２つの組織の関係と、

それぞれの組織のメンバーや役割についてお伺いいたします。 

○議長（鯉川信二） 
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 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 まず、人事評価制度委員会でございますが、部署間及び職種間の目標や評価の格差の調整、

２番目に制度の内容検討及び改訂、３つ目に評価結果の活用方針及び方法の検討等、これらを所

掌事務としております。メンバーにつきましては、特別職及び部長級の職員で構成をいたしてお

ります。 

次に、評価審査委員会でございますが、１番目に人事評価制度に関する調査研究、２番目に苦

情相談の審査及び調整を所掌事務としております。メンバーは、総務部長を委員長といたしまし

て、人事課長、教育総務課長、上下水道局総務課長、飯塚市職員労働組合から選任された３名、

このほか委員会において協議の上選任する者といたしております。 

苦情の申し出等があった場合には、評価審査委員会が受理、審査を行い、その審査報告をもと

に、人事評価制度委員会が対応を決定するという流れでございます。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 それでは、この２つの委員会組織なんですが、この２つの委員会は、それぞれ機能していると

捉えていいのでしょうか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 人事評価制度委員会は、毎年、評価の最終決定の際に委員を招集しております。評価審査委員

会につきましても、苦情の申し立てがあれば招集するところでありまして、両組織ともに機能で

きるという体制になっているというふうに考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 両組織とも機能している、あるいはそういう体制をとっているということなんですが、人事評

価を実施してから、今日までに何件ほどの苦情相談や苦情が寄せられたのでしょうか。また、そ

れまでの苦情案件は、全て解決されていると理解してよろしいのでしょうか。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 現在の人事評価制度につきましては、これまでのところ、苦情の申し出はあっておりませんで

したので、評価審査委員会の開催実績も今のところございません。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 今までに苦情相談や苦情が１件も寄せられていないということでしたが、この結果が本当に飯

塚市の行政発展に寄与していると判断していいのか、これは疑問になるところがあります。ただ、

結果だけをお伺いしますと、各部、各係とも、評価に対する疑問や不満等の解消は必要ないと言

えることになるかと思います。もし、今後、苦情相談や苦情等が発生した場合には、人事評価制

度の公正性、透明性の確保と、制度の信頼性を高めるため苦情案件に対して、的確に、素早く対

応していくことは当然ながら、苦情の申し出をした職員に対して、不利益な取り扱いがないこと、

そして、苦情の事実、内容について、秘密厳守、保持を強く要望しておきます。 

次に、評価者の資質能力向上について、お伺いいたします。人事評価を実施するにあたり、最
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も大切なことは最終確認者はもちろんのこと、一次評価者や二次評価者が資質能力を十分に身に

つけておく必要があるのだと思っています。先ほども若干触れましたが、上司と部下の信頼関係

といいますか、絆を強く、固くしておくことが、課の士気や業績に好影響を与えることは紛れも

ない事実だと思うわけです。そこで、毎年、評価に関する研修を行っているということですが、

どのような形で実施されているのか、お尋ねいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 評価者の研修につきましては、人事課や、外部から招聘いたします講師により、例年、管理監

督職員を対象に研修を実施いたしております。内容については、人事評価の意義、目標設定時の

面談ポイントの指導、評価者が陥りやすい誤った評価とその対策等について、グループワークや

ロールプレイングを通じて習得するものとなっております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 単なる不平不満は苦情の案件には値しないと思いますが、苦情や苦情相談が発生した場合、何

といっても、当事者間での解決が私は一番だと思います。つまり、評価者と被評価者においてで

す。日ごろからコミュニケーションを通じて、評価に対する疑問や不満の解消を図ることが重要

ではないかと思うわけです。そして、苦情への手続は、より簡単に、迅速に対応していくことが

一番ではないでしょうか。そういった意味で、各部の部長、課長さんには、今まで以上の資質能

力向上に向けて努力をしていただければと思います。そこで、今回の市長及び副市長、つまり、

人事評価でいうところの最終確認者になるかと思いますが、一番大切な時期に今期は欠けられた

事実がございます。そういった場合の確認はどなたがされるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 総務部長。 

○総務部長（石田愼二） 

 人事評価制度委員会で承認した内容が最終決定となりますが、その決裁は市長職務代理者によ

り行われることとなります。なお、本年度につきましては、１月の評価時期に前副市長が、評価

の確認を行っております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 

○４番（勝田 靖） 

 では、最後に、ぜひ新市長にお答えいただきたいのですが、今後、この人事評価をどのような

形で実施していき、飯塚市活性化のために役立てようとされるのか、市長にお尋ねいたします。 

○議長（鯉川信二） 

 市長。 

○市長（片峯 誠） 

 人事評価につきましては、地方公務員法の規定に基づき、昇給、昇任等、人事管理の基礎とし

て活用していくことは当然でありますが、しかしながら、それ以上に本市における、当初導入し

ましたときの目的でもあります、人材育成のツールとして、より一層充実させていくことで、職

員の職務に対するモチベーションを高めたいと思います。評価結果をデータとして、職員の能力

や適性に基づいた職員配置を行うことで、より効率的かつ効果的な業務遂行が期待され、飯塚市

活性化の一助としていくべきものであるというように考えております。 

○議長（鯉川信二） 

 ４番 勝田 靖議員。 
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○４番（勝田 靖） 

 では、現在、飯塚市で実施しています人事評価制度は、人事評価の基準、広報等に関する政令

のもと、全国各地の官公庁をはじめ、教育現場や各企業においても実施されていると思います。

私自身も教育現場で長きにわたり人事評価の評価者の１人としてかかわってきたわけですが、評

価項目や基準等で、果たして的確に被評価者を評価できているかどうか悩み苦しみました。コミ

ュニケーションは十分に確保してきただろうか、時期的に今でいいのか、人間関係づくりは大丈

夫だったのか、最終的には部下職員を評価するに値するまでの知識、研修は、自分自身が身につ

けているかなのです。したがって、現在実施しています、飯塚市人事評価制度を効果的に運用、

活用していくためにも、私は何と言っても、幹部職員みずからが研修を、研さんを積み重ね、飯

塚市が目指す、期待される職員育成に向けて一丸となって取り組んでいただくこと、それと、目

標設定の期間や、形式や内容等の見直しを行うこと、それを強くお願いして、今回の質問を終わ

りたいと思います。 

○議長（鯉川信二） 

 本日は議事の都合により、一般質問をこれにて打ち切り、明３月２２日に一般質問をいたした

いと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

以上をもちまして、本日の議事日程を終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。

お疲れさまでした。 

 

午後 ２時３５分 散会 
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◎ 出席及び欠席議員 

 

 （ 出席議員 ２８名 ） 

 

１番  鯉 川 信 二 

 

２番  松 延 隆 俊 

 

３番  瀬 戸   光 

 

４番  勝 田   靖 

 

５番  光 根 正 宣 

 

６番  奥 山 亮 一 

 

７番  川 上 直 喜 

 

８番  宮 嶋 つや子 

 

９番  兼 本 芳 雄 

 

１０番  永 末 雄 大 

 

１１番  守 光 博 正 

 

１２番  田 中 裕 二 

 

１３番  佐 藤 清 和 

 

１４番  江 口   徹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５番  福 永 隆 一 

 

１６番  吉 田 健 一 

 

１７番  秀 村 長 利 

 

１８番  明 石 哲 也 

 

１９番  藤 浦 誠 一 

 

２０番  上 野 伸 五 

 

２１番  田 中 博 文 

 

２２番  城 丸 秀 髙 

 

２３番  古 本 俊 克 

 

２４番  道 祖   満 

 

２５番  平 山   悟 

 

２６番  坂 平 末 雄 

 

２７番  森 山 元 昭 

 

２８番  梶 原 健 一 
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◎ 職務のため出席した議会事務局職員 

 

議 会 事 務 局 長  田 代 文 男 

 

次 長  許 斐 博 史 

 

議 事 総 務 係 長  林   利 恵 

 

書 記  宮 嶋 友 之 

 

 

 

 

 

議 事 調 査 係 長  太 田 智 広 

 

書 記  岩 熊 一 昌 

 

書 記  山 本 恭 平 

 

◎ 説明のため出席した者 

 

市 長  片 峯   誠 

 

上 下 水 道 事 業 管 理 者  梶 原 善 充 

 

企 画 調 整 部 長  森 口 幹 男 

 

総 務 部 長  石 田 愼 二 

 

財 務 部 長  髙 木 宏 之 

 

経 済 部 長  田 中   淳 

 

市 民 環 境 部 長  大 草 雅 弘 

 

こ ど も ・ 健 康 部 長  森 田   雪 

 

福 祉 部 長  古 川 恵 二 

 

都 市 建 設 部 長  菅   成 微 

 

上 下 水 道 局 次 長  中 村 武 敏 

 

教 育 部 長  瓜 生   守 

 

地 域 連 携 都 市 政 策 室 長  久 原 美 保 

 

企 画 調 整 部 情 報 化 推 進 担 当 次 長  大 庭 章 司 

 

公営競技事業所長  井 出 洋 史 

 

市 民 環 境 部 次 長  吉 原 文 明 

 

 

 

都 市 建 設 部 次 長  鬼 丸 力 雄 

 

会 計 管 理 者  安 永 明 人 
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